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                議 事 日 程 （第 ６ 号） 

 

令和４年３月１５日（火曜日）  午前１０時 開議（予算審査特別委員会） 

 

 日程第 １ ※予算審査特別委員会                                

       議第１２号 令和４年度遊佐町一般会計予算                      

       議第１３号 令和４年度遊佐町国民健康保険特別会計予算                

       議第１４号 令和４年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算               

       議第１５号 令和４年度遊佐町地域集落排水事業特別会計予算              

       議第１６号 令和４年度遊佐町介護保険特別会計予算                  

       議第１７号 令和４年度遊佐町後期高齢者医療特別会計予算               

       議第１８号 令和４年度遊佐町水道事業会計予算                    

 

                       ☆ 

 

                  本日の会議に付した事件 

 

（議事日程第６号に同じ） 

 

                       ☆ 

 

                 出 欠 席 委 員 氏 名 

 

応招委員  １１名 

 

出席委員  １１名 

     １番   本  間  知  広  君      ２番   那  須  正  幸  君 

     ３番   佐  藤  俊 太 郎  君      ４番   佐  藤  光  保  君 

     ５番   齋  藤     武  君      ６番   松  永  裕  美  君 

     ７番   菅  原  和  幸  君      ８番   赤  塚  英  一  君 

     ９番   阿  部  満  吉  君     １０番   髙  橋  冠  治  君 

    １１番   斎  藤  弥 志 夫  君                         

 

欠席委員   なし 

 

                       ☆ 
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                 説明のため出席した者職氏名 

 

 町     長  時  田  博  機  君   副  町  長  池  田  与 四 也  君 

 総 務 課 長  中  川  三  彦  君   企 画 課 長  佐  藤  光  弥  君 
 産 業 課 長 兼           渡  会  和  裕  君   地域生活課長  畠  中  良  一  君  農委事務局長 
 健康福祉課長  池  田     久  君   町 民 課 長  後  藤  夕  貴  君 

 会 計 管 理 者  舘  内  ひ ろ み  君   教  育  長  那  須  栄  一  君 
 教 育 委 員 会           菅  原  三 恵 子  君   農業委員会会長  佐  藤     充  君  教 育 課 長  選挙管理委員会           石  垣  ヒ ロ 子  君   代表監査委員  本  間  康  弘  君 
 委 員 長 
  
                       ☆ 
  
                 出 席 し た 事 務 局 職 員 

 

  事務局長  髙 橋 善 之   議事係長  東海林 エ リ   主  任  瀧 口 めぐみ 

 

                       ☆ 

 

                 予 算 審 査 特 別 委 員 会 

 

委員長（那須正幸君）  おはようございます。ただいまより予算審査特別委員会を開きます。 

  （午前１０時） 

委員長（那須正幸君）  本日の委員の出席状況は、全員出席しております。 

  また、説明員としては、町長以下全員出席しておりますので、報告いたします。 

  上衣は自由にしてください。 

  また、発言する際、マスクは自由に外してください。 

  これより本日の議事日程により、延会前に引き続き、予算の審査を行います。 

  直ちに審査に入ります。 

  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  おはようございます。予算委員会最終日２日目でございますけれども、トップバ

ッターということで少し質問させてもらいます。よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、予算書でいきますと28ページ、21款町債、これについて少しお聞きしたいと思います。こ

の町債、予算書を見ますと前年度に比べて３億5,500万円ですか、ほど減っております。それ自体について

は、この遊佐町の庁舎の完成もありますし、大きい事業としては大体終わったという言い方おかしいです

けれども、大体落ち着いたのかなというところの減額かと思うのですけれども、これまでの町債の状況も

含めて、来年度、令和４年度減額になった理由も含めて少しご説明願いたいと思います。よろしくお願い
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します。 

委員長（那須正幸君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  町債につきましては、予算書28ページに記載のとおり、前年度につきましては９億8,680万円、これに対

して令和４年度については６億3,200万円ということで、３億5,480万円の減ということであります。かな

り大幅な減となってございます。委員ご指摘のとおり、これまで新庁舎の建設事業、そういった大きな事

業のための町債ということで発行してまいりました。最終的には、新庁舎でかなりの金額の地方債を発行

したということであります。令和４年度につきましては、そういった意味では新庁舎に関する地方債はな

いわけでございますので、大幅に減った理由ということになろうかと思います。これまで地方債の発行と

しましては、平成の30年度については６億9,000万円、約７億円でしたが、令和元年度については16億円、

それから令和２年度につきましては13億7,000万円、令和３年度が新規ということでは15億3,000万円とい

うふうなことで、かなり大きな枠の地方債を発行してまいりました。それに伴いまして、今年度以降、来

年度にかけて返済についてもかなり大きな額になるということが想定をされております。また、地方債の

現在高としましても、現在99億円ということで、100億円を目前にしているという状況でございますが、令

和３年度におきましては、繰上償還等も実施をしながら、地方債の現在高についても一定程度の抑制とい

いますか、そういったことを心がけてきたつもりでございます。また、償還金につきましても、令和４年

度についてはかなり大きな元利償還金を想定をしておりますが、令和４年度の借入金が償還額を下回るよ

うな借入金ということもございまして、これ以降についてはこれから大きなＰＡＴ事業等もございますけ

れども、それまでの間は地方債現在高、それから償還金についても緩やかに減少していくものというふう

に考えているところでございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  ただいまのご説明、大きい箱物という言い方もあれですけれども、大きい事業が

大体けりついたというところで安心できる部分あるのですけれども、やっぱり今の遊佐町考えていくと、

人口減少も現れてきていますし、そういうところから考えてくると、税収は安定しているにしても、やは

り将来的にどうなのかなという心配は常に持っていかなければならないでしょうし、緊張感を持ってこの

辺は対応していかなければならない部分なのかなと思っております。直接担当課長のほうに聞くわけでは

ありませんので、あれですけれども、水道事業なんかで大きい金利、大きい金利という表現もおかしいで

すけれども、高い金利でお借りしていたものがもうそろそろ終わるかと思います。この辺の状況、財政的

な状況も含めて、今後どのように推移していくか少しご説明願えればと思います。 

委員長（那須正幸君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  確かに今から30年あるいは二十数年前にお借りした地方債の金利については、非常に高い金利だったと

いうことで記憶をしているところでございます。ただ、そういった地方債については、例えば下水道債で

ありますと30年償還というものが多いわけでございますが、そういったものが償還期限を迎えて続々とあ

と償還しなくてもいい時期に入ってきているという状況でございます。したがいまして、そういった比較
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的金利の高い地方債については、これから順次もう完全に償還を終了するという時期を迎えるということ

がここ数年ずっと続いていくということを想定しております。そういった意味では、そこに係る高い金利

については順次解消されるというふうに見込んでおるところでございます。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  元金はしようがないと言うのも変ですけれども、しようがない部分、これ実際使

っていますし、ですからあれですけれども、金利が高いのはやっぱり負担になってくる部分が大きいと思

いますので、それでもこれまで繰上償還等で大分減らしてきたと思っていますし、そういうふうに見てい

ます。あと少しですので、あとは町債借入れする場合はできるだけ金利の負担にならないところぜひお願

いしたいと思います。ここはこの辺で終わりたいと思いますけれども、町債の見通しこれからも随時見て

いきたいと思いますので、ぜひこの辺は財政を預かる担当課長としてしっかりほかの課との連携も含めな

がらやっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、続きましてってあれですけれども、今町債のほうお話しさせていただきましたけれども、

上下水道等に関しては常任委員会のほうでお聞きしましたけれども、福祉の特会のほう少しお聞きしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。先日も資料として頂いたものを見ていたのですけれども、

国保と介護、これ介護保険料額であったり国保税の収入に比べてやっぱり支出のほうが大きいのかなと思

って見ています。さきの令和３年度の補正予算のほうでもありましたけれども、やはり繰入金が今後も大

きくなっていくのかなというふうに思っていますけれども、その辺の状況、これまでの推移も含めてご説

明願えればと思います。 

委員長（那須正幸君）  池田健康福祉課長。 

健康福祉課長（池田 久君）  それでは、繰入金、いわゆる一般会計からの繰出金ということで、同じに

なりますけれども、そちらのほうで説明させていただきたいと思います。 

  予算書の41ページのほうになります。繰出金ということで、金額が４億1,994万1,000円というふうにな

っております。内容としましては、右側の説明欄にあるように国保の特別会計への繰出金と県の特別会計

への繰出金ということになります。若干この繰出金の内容について説明させていただきますと、一番大き

いものだけ簡単に説明させていただきます。一番上の国保保険基盤安定制度繰出金と介護保険のほうの一

番下のほうの低所得者保険料軽減繰出金、内容としては同じなのですけれども、保険料というの、あるい

は保険税については軽減制度がありまして、２割、５割、７割軽減というのがあります。その分国や県か

らの補填をすると。その分減った分がこちらのほうに入ってくるということになりますけれども、それに

町の負担分も足して一般会計のほうに繰り出しているという金額になります。これは、国保事務費繰出金、

それから介護のほうにも同じく事務費の繰出金あります。これについては、国保の特別会計あるいは介護

の特別会計への事務を行うための繰出金になりまして、ほとんどがまず職員の給料とかになるものであり

ます。それから、真ん中辺り、大きいのでは介護給付費繰出金ということで、２億2,500万円ほどあります

けれども、これについては介護給付費のうちの12.5％町の負担になりますので、その分が介護の特別会計

のほうに繰り出しということになります。このような一応内容となっているところであります。ここ最近、

二、三年の状況を見ますと、国保の特会への繰り出し、介護の特会への繰り出し、合わせた金額ですけれ

ども、令和２年度でいきますと４億590万円ほど、それから令和３年度でいきますと４億838万7,000円、そ
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れから今年度は４億1,994万1,000円というふうになっているところであります。ただ、この繰出金の中で

まず大きく変わるとすれば介護給付費繰出金にはなるわけですけれども、ほとんどここ数年繰出金のほう

は変わっておらず、この介護給付費の繰出金だけを見れば、令和２年度で２億2,619万2,000円、令和３年

度では２億2,625万円、令和４年度、来年度の予算につきましては２億2,500万円だというふうに逆に下が

っている状況にあります。この繰出金の内容については、先ほど説明しましたけれども、軽減かかった分

のまず補填と事務費が主ということになりますので、大きくまず変わるということはないような内容とな

っているところであります。ただ、今年度４億1,994万1,000円が昨年度と比べますと1,100万円ちょっと増

えている状況ではあります。その内容としましては、国保の事務費、給料分ということで約800万円ほど、

それから介護給付費の事務費ということで、来年度計画を立てるためのニーズ調査をするものですから、

400万円ほど増えております。逆に先ほど説明しました介護給付費の繰出金1,000万円ほど減っていますの

で、合わせた金額で1,100万円ほど増えているという状況にあります。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  いずれ国なりから県なりから補填になるということもありますので、一概にとは

言えないのでしょうけれども、これ下水道のときも少しだけ話しさせてもらったのですけれども、これか

らどんどん、どんどん人口が減ってくる、高齢化が進んでくるとなってくると、この辺の収入、いわゆる

負担してくれる方々が減ってくる可能性というのはもう十分考えられる話ですし、やっぱりそこを見越し

て今後計画していかなければいけない部分になってくるかと思うのですけれども、一般会計からの繰出金、

特会からすれば繰入金になるわけですけれども、そういうのが意外と見えない。見えない部分の税負担と

いう形で一般の方々にのしかかってくるような気もしないでもないのです。払っている額はそんなに変わ

らないにしても、特会にどんどん繰り出していくとなってくると、そういう負担が今後見えてくるような

形になってきたときにどうなるかなという不安は少しあるので、この辺はやはり早い今の段階、余力とは

言いませんけれども、まだまだ何とかなる時点で何かしら次の手を考えていかなければならないかなと思

うのですけれども、職を奪うわけではないのですけれども、事務という部分を一本化していって、例えば

県なり県単位とか、今後期高齢者なんかは県単位でやっているわけですけれども、そういう形でパイを大

きくして負担を軽減していくという方法もあるかなと思うのですけれども、そういう話というのは現場レ

ベル、当然県の担当者なりといろんな形で話しすることあると思うのですけれども、そういう話題という

のはなかなか最近出ていないのでしょうか。その辺少しお聞きしたいと思います。 

委員長（那須正幸君）  池田健康福祉課長。 

健康福祉課長（池田 久君）  お答えいたします。 

  後期高齢者の関係につきましては、今県が一本ということで、町のほうでは事務的な簡単な事務、県と

のやり取りの事務を行っているという状況であります。国保につきましては、今現在給付費の関係につき

ましては、県のほうというか、広域連合のほうでやっている状況にあります。ただ、国保税を決めたりと

か、あとは給付するのの事務とか受付関係とか、受付関係は当然どこでも出てきますけれども、そういっ

た事務については町のほうで今やっている状況であります。今後につきましては、今度保険税の一本化と

いうことで今現在県内の市町村との話合いで進めている段階ではありますけれども、今のところまだすぐ
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というふうになることではなくて、かなりの期間を要しまして、まだまだ先のような状況でなっていると

ころであります。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  これ遊佐町だけの問題でもないですし、遊佐町が声を上げたからどうこうという

問題でもないと思いますけれども、やはり町民に一番近いところにいる我々議会であったり、皆さん窓口

として直接町民の方々と対面している部分から考えれば、今後もきちんとした形で運営していけるという

前提がないと、我々なかなか接するにも厳しい部分ってたくさん出てくるのかなと思っています。そうい

うのも含めて、これがいいと、必ずいい面、悪い面、痛しかゆしの部分ありますので、絶対これがという

話ではないですけれども、ぜひできるだけ長く皆さんから、皆さんがきちんと安心した形で利用していた

だけるような財政運営していただければ。これは、先ほど総務課長の話でもないですけれども、町債の話

だけでもないですけれども、そういう部分を我々もしっかり考えていかなければならないですし、町とし

て何かしらその方針を考えていかなければならない時期にもうそろそろ入るのかなと思っています。この

辺、町長、何かご所見あれば。全体の話になりますので、課長だけの話というよりも全体的な話として、

町長、何かございましたら。 

委員長（那須正幸君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  国保の一本化についても、ほぼ10年ぐらいはかかっているはずです。ただ、国保

会計、確かに支払いとかは県で一本化ですけれども、負担については山形県内一番安いところと高いとこ

ろの差が依然として大きい現状、そして徴収の方式についてもまだまだ市町村ごとに異なるという形を進

めております。後期高齢者は、スタートしてほぼ20年ぐらいたったのかなと。国保がやっとスタートして

２年、３年経過しようとしている。これからの課題は、やっぱり介護保険を利用する方が、戦後のベビー

ブーマーが75歳を過ぎるときがあともう３年、２年ぐらい先に待っています。実はそこが介護保険にとっ

て一番きつい時期だと思っていますので、県内の市町村長の会議の中では介護についても一本化しようで

はないかという意見は出ています、確かに。だけれども、それはやっぱりなかなか県が多分受けないのだ

と思います、負担とかの形でいくと。という形ですので。実は町村、今町村会ですけれども、市長会、そ

して市議会の議長会、それから町村議長会と力を合わせて、介護についても一本化についての提案をして

いく時期がもう既に来ていると思っています。遊佐町は、介護保険計画の中でいくと第８期で２年目に入

ります。今年からいわゆる戦後のベビーブームの世代の先頭が75歳に到達する時期になりますので、それ

以降急速に、介護保険を納めるのではなくて今度活用する、利用する方がどんどん増えることが想定され

ますので、それらの準備については早めから、山形県内、同じ県に住んで、同じ負担で、同じサービスを

というのがやっぱり県民としての共通の願いであろうと思っていますので、それら等の提案もいよいよ動

き始めなければならない、このような思いであります。そういう声はもう既に上がっております。 

  以上であります。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  ぜひ町長からは町村会等でしっかり発言していただいて、県民という枠ではなく

て、やっぱり遊佐町民、遊佐町に住む皆さんが安心して医療、また介護しっかり受けられる状況を確保し
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ていく、そのための議論をぜひ進めていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。な

かなか痛しかゆしの部分ありますので、マイナスの部分も出てくるかと思いますけれども、よろしくお願

いしたいと思います。それでは、ここの項終わりたいと思います。 

  せっかく予算書41ページ開いていますので、もう少し福祉のほうにお聞きしたいと思います。今度もう

少し話題を絞っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。41ページ上のほうに、扶助費の

ほうで自立支援関係出ています。いろいろ福祉事業としてなっているかと思うのですけれども、この辺以

前もいろいろお話しさせてもらいましたけれども、ほかのいろんな事業と連携しながら、障がいを持たれ

る方の生活の支援をできる、ただ単にお金を渡すのではなくて、やっぱり仕事をしてきちんと生活ができ

るような支援をできる状況をもう少ししっかりしたものをつくったほうがいいのではないかという思いは

ありますけれども、この辺福祉課のほうとしてどのようなお考えを持っているかお聞きしたいと思います。 

委員長（那須正幸君）  池田健康福祉課長。 

健康福祉課長（池田 久君）  お答えいたします。 

  障がいのある方が働いてというか、いろいろ作業して賃金とかをいただいて、まずそれを生きがいに暮

らしていけるようなことというような内容だとは思いますけれども、遊佐町のほうには今現在就労継続支

援のＢ型ということで、わいわい・かんとりーとゆうとぴい、２か所がある状況であります。Ａ型という

のは残念ながら遊佐町には今のところない状態でありまして、Ａ型のほうはかなり仕事もきちんとできる

ような人方が集まっている施設にはなりますけれども、Ｂ型についてはなかなか、通常の人と比べるとと

いうことにもなりますけれども、かなり差が出てしまうような人方がそこに通っている施設になります。

現在のわいわい・かんとりー、あるいはゆうとぴいでの内容ですけれども、作業を受託して賃金をいただ

いている、あるいはよくまちセンなんかも、役場にも来るのですけれども、お菓子なんかも作って収入を

得ているというようなことをやっている状況であります。そのほか、草むしりをしたりとか、あるいは段

ボールの組立てなんかも請け負ったりとか、それから自動販売機の管理、いわゆる空き缶やペットボトル

の回収なんかもやったりとかというような内容もしているというふうには聞いておるところであります。

今のところはそれだけですので、できるだけその人方にいろいろ頼んでやっていただいて、収入を増やし

てもらってという考えはあります。役場の中でも一応障害者就労施設等からの物品等調達方針というもの

を立てまして、各課のほうにも流しまして、まず役場全体でそういった施設からできるものを頼んでやっ

ていただこうということでは進めているところであります。これからもできるだけ、広報も含めまして、

その人方にいろいろ作業を委託して生きがいを持っていただけるようやっていきたいと思います。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  Ｂ型ですから、やっぱり作業の度合いからすれば非常に軽作業、いわゆる軽作業

部分になるかと思います。でも、そういう障がいを持たれる方々が、ご家族が健在で親御さんが全部面倒

を見てくれるような状況がいつまでも続くというわけでもないでしょうし、やはり自立というものをでき

るような、少しでも自立に近づけるような環境づくりというのはこれからも必要なのかなと思っています。

できるだけ軽作業という限定になるのでしょうけれども、以前から私時々話しするのですけれども、例え

ばコピー用紙、こういう我々に来るような資料なんかも今ペーパーレス化どんどんなってきています。そ
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れでもやっぱり紙ってどうしても出ます。例えばこういうのを集めて、コピー用紙に再生して、その物品

をまた町で購入して、自立の支援の手助けできるだとか、そういうのもあってもいいと思いますし、十数

年前ですか、例えばプラスチック、今もうプラスチックのごみ回収ってやっているわけですけれども、そ

ういうのを例えば油に変える、油化という方法なのですけれども、これはもう灯油に非常に近いような形

にどんどん変えていけるそうなのです。８割ぐらいがそうなるそうです。多分そういうので暖房の燃料に

充ててもらうようにする。今ＳＤＧｓだ何だと言われていますけれども、そういう灯油関係がすぐにでも

不必要になるというわけではないので、そこをいかに自立の手助けとしながら、その間に次の方法を考え

ていくというのも一つの方法なのかなと思っていますので。先ほど課長言ったとおり、お菓子なんか販売

したりという話あります。役場でも時々ですが、来ていただいて販売しています。私も購入させてもらい

ますけれども、やはりそういう方々非常に生き生きした笑顔で仕事しています。そういうのを見るとやっ

ぱり何かしらお手伝いできないかなとはふだん思っていますので、ぜひこれは今後の課題として、予算と

してはやっぱりしっかりつけてもらってしっかり執行してもらいたいのですけれども、その１歩先、２歩

先をこれからも考えていければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。では、この項はこれ

で終わりたいと思います。 

  次、ページでいきますと31ページになります。広報のほう少しお聞きしたいと思います。これほとんど

がいわゆる遊佐町広報の印刷、配布に係る予算かと思うのですけれども、この辺少しご説明願いたいと思

います。 

委員長（那須正幸君）  佐藤企画課長。 

企画課長（佐藤光弥君）  ３目の広報広聴費になりますけれども、ここの部分については広報委員会の委

員報酬、あるいは取材時の事業協力謝礼、あと需用費のほうで広報の印刷代ということで1,200万円ほど等

々、あと広報配布のための委託料等が含まれてございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  いろいろ町民の皆さんとお話しする際に時々話としては出てきます。やっぱり広

報以前と比べて非常に読みやすくなったということで、私褒められても伝えておきますとしか言いようが

ないもので、なかなか伝える機会が少ないものですから、この場でお褒めの言葉をいただいているという

ことを紹介させていただきますけれども、でもありがたいことはありがたいです。せっかくの予算、そう

いうふうに皆さんから喜んでいただけるということはいいことだと思うのですけれども、先日もちょっと

集落の役員会でも話出たのですけれども、広報に載っている情報、広報でいろんな形でインフォメーショ

ンになるわけですけれども、これが再度回覧板で回ってくる。再度だけでなく、再々度回ってくる場合も

あると。この間話題になったのは、みんな見ているのだろうかというのが非常に不安にはなったのですけ

れども、そういうのも含めて広報活動のトータル的な考え方を少し考えていかなければならない時期かな

と思うのですけれども、そこで私前回、前々回一般質問のほうで行政無線の代わりにＦＭラジオを活用し

たらどうかという話しさせてもらいました。あのときどちらかというと危機管理的な話を中心に話しさせ

てもらったと思うのですけれども、やっぱり一番言われるのは、遊佐町広報活動といいますか、コマーシ

ャル部分が非常に少ないのかなと、弱いのかなという思いはあります。この辺、町として広報、また昨日
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ですか、「クレードル」の情報誌の話もありましたけれども、そういうの以外で何か今後検討していかな

ければならないかと思うのですけれども、その辺お考えどうでしょう。 

委員長（那須正幸君）  佐藤企画課長。 

企画課長（佐藤光弥君）  これからということでございますけれども、なかなか新しいものということで

は思い浮かばないというのが実情でございます。今現在行っているホームページ等の充実、あといろいろ

な情報発信手段ございますけれども、フェイスブックは一応アカウントございますので、そういったあた

りでの情報発信というのは充実させていく必要があるのかなと思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  フェイスブック私はやっていますけれども、なかなか遊佐の情報って、一般の方

からは出てきます。先日も、よく出てくるのは今日の丸池様みたいな形で丸池様の非常にきれいな写真撮

ってアップしてくれる方いらっしゃいますし、例えば吹浦ですけれども、協力隊された方が開いたお店の

情報であったり、そういうところは割と出てくるのですけれども、やはり他の自治体と比べて行政サイド

から出てくる情報って意外と少ないのかなというふうに思っています。この辺やっぱりこれから考えてい

かなければならないかなと思うのですけれども、インスタグラムは割と出ているようなのですけれども、

フェイスブックのほうがたしかアカウントあったと思うのですけれども、その辺最近上がっていないよう

な気がするのですけれども、それの運用状況どうでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  佐藤企画課長。 

企画課長（佐藤光弥君）  私先ほどフェイスブックと言ったかもしれません。今現在アカウントで情報発

信している分についてはインスタグラムになっております。今委員おっしゃったフェイスブックにつきま

しても、一度アカウントを取って取組を行ったところでしたけれども、事業者さんの何かの規定に触れた

かでそのアカウントが使用できなくなって、今現在についてはインスタグラムだけの情報発信となってお

ります。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  何かしらの理由というのはなかなか分かりにくい。私の友人なんかもよくツイッ

ターとかフェイスブックストップかかって、何でという疑問を持ちながらやっている方いらっしゃいます

けれども、そういうのも含めて割と運用には非常に大変な部分あるかと思います。ただ、私よく車で移動

しているのですけれども、インターネットでの情報の収集というのは非常に便利ですし、場合によっては

かなりの量が入ってくるので、いいのですけれども、やはり何かをしながら、例えば仕事をしながらだっ

たり何かをしながらというときって、聴覚だけではない、視覚まで取られていくと、もうほかのことが何

もできないような状況というのは多いと思います。そういう部分では、やっぱり聴覚、いわゆる聞くだけ

での情報の提供というのは非常に有効かなと思うのですけれども、この辺広報担当している課としてはど

のようなお考えを持っているでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  佐藤企画課長。 

企画課長（佐藤光弥君）  一定作業しながら等耳から入ってくる情報ということでは有効かと思いますけ
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れども、なかなか、そういった作業なり事務仕事に就いておられる方ならいいわけですけれども、平日の

日中とかということになればほぼ聞く機会がないというか、そういった方も多いのかなと思います。そう

いったところの効率等を考えながら進めていく必要があるのかなと思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  私もうちで仕事をしたりほかで仕事をしたりしているときはラジオつけたりする

ときもありますし、特に車なんか運転しているとき何かしら当然オーディオ系いろんな形で使っています

けれども、ラジオを聞くことも結構あります。例えばＡＭラジオだと、ＮＨＫとなれば当然、山形放送局

あるわけですけれども、やっぱり全国放送というのが基本になってくるし、山形局が発信するとなってく

るとやっぱり山形全県の話になってきます。これは、エフエム山形なんかでも当然同じです。となってく

ると、ある程度エリアを絞ったとなってくると、やはりコミュニティＦＭなんかをうまく使うのが一番ベ

ストかなと思っています。そういう意味では、本来であればつくる時点で、立ち上がる時点で何かしら出

資という形でやれればよかったのかと思うのですけれども、今になっては遅いですけれども、例えば酒田

のハーバーラジオさんなんかで協力体制をつくっていただければ、あそこ基本的にはやっぱり酒田市の情

報というのがメインになってきますので、なかなか遊佐町の情報は少ない部分あります。でも、その中で

やってもらう方法というのは、ほかにもやり方はあるのかなと思います。町内私も車でいろいろ走るわけ

ですけれども、例えば私の住む吹浦地区、女鹿、あといわゆる裏通りという滝ノ浦、鳥崎、湯ノ田、あの

辺になってくると割と、不感とは言いませんけれども、かなりノイズが入ります。あと、旧国のいわゆる

菅野、あの辺はテレビの不感地帯というのもありますので、そういう部分での聞こえの悪さというのもあ

りますし、何か災害あったとき、やはり一番の情報収集としてはラジオというのが一番有効な手段かなと

思うのですけれども、そういうのを考えていけば、ふだんからラジオを聞いていただけるような方法とい

うか、やり方というか、常に情報出しているというやり方を考えていけば、災害時も対応しやすくなるの

かなと思うのですけれども、その辺災害時対応として考えたとき、これは企画というよりも総務課になる

のでしょうけれども、危機管理を担当する総務課のほうでも、いわゆる放送を中断しても出さなければな

らない情報なんていうのは出しやすくなるかと思うのですけれども、その辺いかがでしょう。 

委員長（那須正幸君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えを申し上げます。 

  先ほど企画課長の答弁にもありましたとおり、なかなかラジオを聞ける条件といいますか、私たち町民

全体の生活状況を考えますと、日中も含めて全ての人が聞ける状況にあるかというと、少しやはり難しい

ところがあるかなということがあります。とはいっても、災害時ということでありますと、先ほど話題に

出ておりましたハーバーラジオさんについては、地域の話題とか、それから何かしら緊急事態があった場

合の放送だとかという意味では非常に期待できるアイテムなのかなというふうなことは考えているところ

であります。あと、それ以外にも私どもの総務課の所管としましては、町全体をカバーできる防災行政無

線でありますとか、そういったものが考えられると思いますが、なかなか防災行政無線については度々ご

指摘をいただいているように条件によって聞こえづらいというところがございます。そんなところで、ハ

ーバーラジオさんについては、実は遊佐町においても、もちろん全域ではございませんが、一部聞こえる
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部分がございます。そういうコミュニティ放送局について新たに受信できる範囲を広げる場合の協議とい

いますか、そういったものについても受けながらこれまで進めてきたところでございますが、仮に遊佐町

全域に聞こえるようにというふうなことになりますと、やはりそれに応分の負担が伴うということもあっ

てなかなか難しい状況にあります。防災行政無線の話に戻りますと、今なかなか聞こえづらいということ

で、今放送した内容は何ですかということで非常に気になる方が多くいらっしゃるということでありまし

て、今年度電話で放送内容を確認できるシステムということで導入する予定であります。そこに電話をか

けていただくことで、直近に流れた放送の内容を確認することができると。一定程度防災行政無線が聞こ

えないといった問題の解消にはつながると考えております。このシステムでありますが、年度末にかけて

稼働できる見込みが立っておりますので、これが稼働できた際には町の広報等でお知らせをしながら、ぜ

ひ町民の皆さんから活用していただきたいなと考えているところでございます。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  ラジオはあくまで一つの提案ですので、これだけが全てではないのですけれども、

やはり課長からありましたとおり、問合せしやすくなる方法、これは多分自動応答ではないのですけれど

も、電話をするとテープが流れているという形になるかと思うのですけれども、それだけでもかなりその

部分をカバーできるなと思います。あとは、できれば防災行政無線、サイレン、ウーと鳴ったらラジオを

つけるという癖ではないですけれども、そういう習慣を少しでもつけてもらえれば何かあったときに町内

の緊急のインフォメーションもできるでしょうし、風の向きだったり、今も何か雨降っているのですけれ

ども、こういうので聞きづらいとかというのもないでしょうし、そういうのを含めながらやっぱりインフ

ォメーションを考えていかなければならないと思いますし、あと危機管理ではないですけれども、通常の

広報活動として、遊佐町いろんな行事やっていますけれども、今日何時からやりますとかあした何時から

やりますというのは割と多いのですけれども、やはり事前にインフォメーションをどうやってやっていく

か。当然皆さん予定あるわけですから、えっ、こんなの今日あるのとなって、いや、行きたかったけれど

も、残念だねというよりも、やはり事前に分かっていればそういうのに参加できるよねというのも必要だ

と思います。あとは、やっぱり遊佐町、特に我々も中高生の頃ってラジオ聞きながら勉強したとかって結

構あったと思うのです。今の子供たちも絶対数は少ないらしいですけれども、そういうのはあるそうです

し、であれば例えば中高生向け、遊佐町の場合であれば少年議会であったり、そういうところのインフォ

メーションとか活動状況を定期的に流すというのも非常に面白いのかなと思っていますので、ぜひいろん

な形でいろんな方面に対応できるインフォメーションのシステムづくりといいますか、基盤づくりみたい

なのもぜひお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これ、企画課長、何かご

感想あれば。 

委員長（那須正幸君）  佐藤企画課長。 

企画課長（佐藤光弥君）  町からの情報発信については、いろいろ手段があろうかと思います。そういっ

た手段全て使ってということに、あれかこれかではなく、あれもこれもというスタンスで取り組んでいけ

ればいいのかなと思っております。委員最初のほうにおっしゃった広報に載っていて、さらに回覧も来て

というようなお話もありましたけれども、本来であれば広報を見れば全部分かるようなものであればいい

のかもしれませんけれども、そこは一定担当者の思いというのがあるかと思います。ぜひ広報にも載せて、
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回覧も出して、なるべく多くの人に伝えたいという思いもあろうかと思いますので、その辺はご了承いた

だきたいと思います。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  議会もデジタル化ということで、こういうタブレットここにそろっていますけれ

ども、デジタルにはデジタルのよさ、アナログにはアナログのよさありますので、一概にこれはいい、あ

れは駄目という話ではないのですけれども、アナログもうまい形で使っていただいて効率よくやっていた

だければと思っていますので、よろしくお願いします。 

  それでは最後に、32ページでお聞きしたいと思います。６目財産管理費の中で、工事請負費ということ

で、46万2,000円上がっています。これ先日頂いた振興計画のほうのあれ見ますと、財政のほうで旧菅里保

育園ブロック塀改修工事が同額出ています。これは、この予算ということでよろしかったのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  そのとおりでございまして、旧菅里保育園の敷地の県道側のほうにありますブロック塀と、それからそ

の延長で南側にあるネットフェンス、これが経年劣化によって更新が必要な状態ということでありまして、

財産管理ということで、ある意味ブロック塀については通学路にも面しているということもあって、崩壊

すると危険だということでありまして、改修が急がれているということでの工事費でございます。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 

８ 番（赤塚英一君）  財産管理もそうですけれども、危機管理という部分でもやはり特に通学路に面し

ているブロック塀なんていうのは危険極まりないという部分もございますので、ぜひ早急に撤去していた

だければと思うのですけれども、今このように通常使っていないような場所など結構あるかと思うのです

けれども、この菅里保育園というのももう閉鎖になってから大分になるわけですけれども、これだけでは

ありません。旧菅里中学校は、一応資料なんか入っていますので、全く使っていないというわけではない

のですけれども、やはり一つ課題のある建物かと思います。こういう建物は町内には幾つかあるかと思う

のですけれども、この辺の管理についてどのようなお考えをお持ちなのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  公共施設の管理ということでありますと、公共施設の総合管理計画という計画の中にそれぞれの個別の

施設についても、その管理の在り方、方向性について一定程度の方針を持っているということはあるので

すが、ただ具体的に今回の旧菅里保育園を今後どうやって使っていくかという部分については、まだなか

なか具体的な方向が定まっていないということでございます。今現在、旧菅里保育園については、管理と

いうことでは敷地内の管理にとどまるという形になってございますし、また建物もございますが、建物の

中については一部危機管理の資材でありますとか、そういったものが入ってございますけれども、そのよ

うな状況でございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ８番、赤塚英一委員。 
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８ 番（赤塚英一君）  いろんな形で利活用もされていることは十分理解しての話だと思って聞いていた

だければと思うのですけれども、どうしても空き家屋といいますか、空いている建物、ふだんから人の出

入りもほとんどなく長期間そのままになってくると、やはりその管理には一番課題が出てくるのかなと思

っています。これから小学校も統廃合で空き校舎出るわけですけれども、小学校に関しては割と各地区の

まちづくりセンターが当然入ったりするわけですけれども、それだけで収まらない。まちづくりセンター

なんかでもやっぱり移転すれば移転したで建物が空くわけですし、そういうのも考えて、やはり一定程度

のところできちんとした形で整理するのが重要なのかなと思っています。今回はブロック塀等の撤去とい

うことでございますけれども、これも含めてやはりきれいにするところはきれいにしていかないと何かし

ら事故が起こってからでは大変ですし、事故が起きないまでも、あるだけでやっぱり管理に係る費用とい

うのは当然発生するわけですので、そういうのを含めてきれいにするところは随時計画的にどんどんきれ

いにしていって安全にして、可能であれば転売等を勘案して、土地なんかも利用してもらうという方法考

えたほうがいいのかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  私の質問は以上で終わるわけですけれども、今回最後になりますただいまいろいろご答弁いただきまし

た中川総務課長、そして畠中地域生活課長、そして我々議会の事務局長であります髙橋事務局長、本当に

お世話になりまして、ありがとうございました。ご勇退なされても、ぜひ町のために一方ならぬご尽力を

お願いしたいと思います。また、引き続き課長で残られる皆様には、またいろいろ今後もご指導願いたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。新しく課長で来られる方、どなたになるか楽しみではござ

いますけれども、今後遊佐町発展のため我々も一生懸命努力してまいりますし、課長の皆様からもぜひお

力添えいただければと思っていますので、よろしくお願いいたしまして、私の質問は終わりたいと思いま

す。本当にありがとうございました。 

委員長（那須正幸君）  これで８番、赤塚英一委員の質疑は終了いたします。 

  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  年のせいか質問の構成力が落ちてきまして、あっち行ったりこっち行ったりしま

すので、その辺はお許し願いたいというふうに思います。 

  まず最初に、産業課長のほうにお伺いしたいと思います。55ページになりますけれども、林業費の中に

いわゆる松くい虫防除の予算がまた相変わらず入っているわけですけれども、その内容について町の町単

の予算等々も入っているかと思いますので、県とすみ分けをした内容を提示願えればというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  ただいまご質問いただきましたのが松くい虫防除委託料等となっておりますけれども、3,726万8,000円

というものとなります。このうち松くい虫防除関係でまいりますと、町単独で行う松くい虫被害木伐採作

業委託料といたしましては、令和４年度300万円計上させていただいております。そのほか補助事業でござ

いますが、山形県森林病害虫等防除事業、こちらは国２分の１、県４分の１補助をいただきまして、町が

４分の１を負担するというものになりますけれども、具体的には無人ヘリ散布、こちらが27.5ヘクタール

予定しております。加えまして、地上散布、こちらがノズル、スパウターを使っての地上散布でございま
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すが、41.88ヘクタール。この散布に合わせて環境影響調査、こちらも一緒に行っておりますので、こうい

ったものを合計いたしますと1,150万円というのがまず補助で実施をするものとなっております。そのほか

補助事業といたしましては、保全松林の健全化整備事業、衛生伐と言われるものとなりますけれども、こ

ちらが国10分の５、県が10分の２、町が10分の３を負担して実施するものでありますけれども、こちらが

総額で1,500万円ということになっております。そのほかの様々松くい虫防除関連ございますけれども、大

きい部分でいきますと今説明させていただいた部分となっております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  今説明のありました27ヘクタール及び41ヘクタール等々はどういう位置関係にあ

るのかというのと、松林全体の中で何％ぐらいに当たるかというのはもし分かればお伺いしたいですし、

昨年12月に行われたいわゆる松林の手入れのボランティア参加させていただきましたけれども、下枝が枯

れていて、これ松林ちょっと傷んでいるなという印象があったのですけれども、その辺の状況をもし産業

課のほうでつかんでいればお話し願えればありがたいです。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  松くい虫の防除作業の場所ということになりますけれども、例年行っている場所ということになります

けれども、西浜を中心とした海岸林ですとか、そちらのところがまずメインとなるかと思われます。 

  無人ヘリの散布につきましては、林道十里塚比子線、下藤崎線、中藤崎線というところを例年行ってい

るというものとなります。 

  あと、作業に委員もご参加いただいて現場等を御覧いただいていたわけでございますけれども、そちら

の部分に関しましては状況等詳細把握しておりませんので、ちょっと答弁は控えさせていただきたいなと

思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  松くい虫は恒常的にやっぱり防除していかないと抑えることができないというよ

うな事業なのだろうというふうに思いました、今お話を聞いた時点では。と一緒に、その下のほうになり

ますけれども、18節のほうで、56ページに入ってしまいますけれども、航空レーザ測量共同実施町負担金

ということで、かなりの金額が計上されております。これって一体何なのでしょうか。お願いします。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  航空レーザ測量共同実施町負担金といたしまして、1,375万6,000円計上させていただいております。こ

ちらにつきましては、令和４年度新規で行うものになりますけれども、民有林を対象としました航空レー

ザー測量の共同実施、県が主体となりまして、関係市町が共同実施させていただきますけれども、そちら

の負担金ということでの計上となっております。事業実施主体は山形県となりますけれども、県の負担分

としましては事業費の２割負担、市町村が負担する部分が残りの８割負担といった取決めをさせていただ

いておりますので、そちらの８割負担分を拠出するものとなっております。令和４年度の共同実施希望市
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町村、事前に県の中でもいろいろ声がけ等ございまして、共同で実施を希望する市町村でありますけれど

も、今回行いますのが鶴岡市さん、酒田市さん、庄内町さん、真室川町さん、それに遊佐町ということで

の枠組みとなっております。県が実施した見積りを徴取しているようでございますけれども、５社から見

積りをいただきまして、そちらの平均の金額で事業費を想定しているようでございますが、総額で２億

1,494万円という数字となっております。事業費の８割を各市町の計測面積で案分をするということでござ

いますので、遊佐町につきましては全体の８％が面積でいきますと対象となるということでございます。

そうしますと、遊佐町の負担分の金額でありますが、２億1,494万円のまず８割でありますので、0.8、そ

れの８％で0.08を掛けまして1,375万6,000円、おおよそというふうになりますけれども、1,375万6,000円

を予算化させていただきたいということでございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  お金の部分は分かりましたが、一体何というのをお答え願っていないというふう

に思います。民有林のどういう調査なのかということをお聞きしたところでした。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  失礼をいたしました。そもそもこのレーザー測量をなぜ行うのかといったよう

なことになりますけれども、現在示されております森林経営管理制度というのがございますけれども、遊

佐町でいきますと一旦は対象と思われる方々、林等を所有されている方々に、部分的ではありますけれど

も、アンケート調査等実施をさせていただきましたが、アンケート調査の精度がちょっと低いということ

もございまして、改めてその手順を踏みながら、どこから事業実施に向けていろいろ意見集約等図ってい

くかという取組がこれから求められているわけですけれども、そういった際にやはりもうできるだけ詳細

な森林のデータが必要であろうといったことがございまして、各市町ともそういった情報、データ収集が

課題ではあるといったような認識でありましたので、共同でレーザー測量に取り組むということになった

ものでございます。４年度レーザー測量は実施をいたしますけれども、その翌年度にはそのデータを基に

解析をして、それぞれの市町で森林経営管理制度の運用に向けて活用していくといったことで共通理解を

図っているということでございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  先ほどのお話で、８割が町負担、地方自治体負担というお話がございました。緑

環境税等々取られておきながら町が８割も負担しなければいけないというのもかなり難儀な事業だなとい

うふうに思うのですけれども、かといっていわゆる測量した後にまた町の業務負担も増えそうなのですが、

その辺はどのように担当課としてお考えでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  レーザー測量の負担分としましては全体の８割ということではございますけれども、こちらの財源でご

ざいますが、森林環境譲与税いただいておりますので、まずはそちらを充当させていただいて、この事業

に活用するということでございます。単年度だけの譲与税ではたしか若干不足が出るかと思いますけれど
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も、これまで基金として積立てもございますので、そちらを崩しながらこの事業には充てていきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  その一定行為の部分をぜひ初めに説明してほしかったところなのですけれども、

実際これを運用というか、調査が終わって運用するに当たって、我々いわゆる民有林を持つ管理組合等々

にはどのようなことで恩恵が出てくるのかというのをお聞きしたいところですけれども。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  実際ご自身が所有されている森林とか、そういったものがどこにどれだけあるのかといったところをま

ず確認をしまして、その管理、それについて意向調査をさせていただくものとなっておりますけれども、

町としましては、ご自身で森林の管理等ができない場合には、こちらで林業業者さんとつながせていただ

いて、そちらから経営につなげていただくといったようなところは考えておりますし、あとはご自身で全

くできないと、経営にも適さないような林等をお持ちの場合は、町のほうに管理権をお譲りをいただいて、

町で管理をするといった制度上はなっておりますけれども、まだそこまでの議論といいましょうか、詳細

な計画等まで詰めておりませんので、まずはレーザー測量の結果を待って解析をしてということで、もう

少し時間をかけて検討していく必要があるかなと思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  いわゆる山林の所有者に関しましては、総務厚生常任委員会の中でも町民課長の

ほうにいろいろお伺いしたところで、やはり山林のほうは代が替わると耕作放棄みたいな感じで私できま

せんよという、いわゆる相続放棄まで起きているような状況になるのではないのという話もしましたけれ

ども、部分だけの相続放棄というのはできないというような町民課長のお答えでした。今回もいわゆるレ

ーザー測量はしたはいいが、その後の使い方ってどうしたらいいのというのは本当にこれから大変になっ

てくるのかなというふうに思います。うっかり町のほうで管理というような言葉が出てきそうになるほど

難しい問題で、国としても恐らく国土を守るという意味では大変な問題で、このような測量を行うという

ことなのだろうというふうに思います。できれば最終的に、いわゆる衛星を使ったＧＰＳ測定において、

自分の山に行ったときここからここまでと特定できるようなことってできるようなものなのでしょうか。

その辺の技術的なものは無理でしょうか。ぜひ分かればお答え願いたいです。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  レーザー測量によって境界まで分かるのかといったご質問でよろしいかと思うのですけれども、航空機

を使ってレーザーを照射をして返ってくる速度からいろいろ木の高さだとかどれだけの材積があるかだと

かいったようなことは分かるかと思うのですけれども、実際境界がそれで分かるかとなると、最終的には

やはり立会い等が必要になってくるのではと。立会いに行く前の可能な限り詳細なデータというところを

集めるということ、あとはデジタル化をしていろんな分野で活用ができる、林業作業に対しても活用がで
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きるとか、そういった部分でやるものでありますので、これをやったからといって境界がはっきり分かる

といったものではないというふうに認識しております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  山というのは１年で様相が変わるというのが定説でございまして、私も国調でお

やじの代わりに境界確認に入ったのですけれども、今入っては全然分かりません。どこに自分の山あるか

分からないので、なのでいわゆる今そういう質問したのですけれども、最終的にはやっぱりそういうよう

なことも必要になってくるのかなというふうに思います。ロシアは分かっているのだろうと思いますけれ

ども、恐らくそういうのを使って攻撃をしているのだろうというふうに思いますけれども、余計な話でし

た。これにこんなに時間かかるとは思いませんでした。 

  では、ちょっと戻りまして、51ページから始まりますけれども、52、53辺りにずらっと並んでいるので

すけれども、いわゆる町の主幹産業といえば農業ということで、農業のいわゆる施策的な予算がずらっと

並んでいるのですけれども、実は12月とか３月の補正等々で大体県の認可は下りませんでしたので、全部

なくなってしまうのです。その辺で令和４年度一応は２億3,000万円ほど計上になっているわけですけれど

も、これだけはぜひやりたいのだというような目玉事業ございましたらお願いしたいというふうに思いま

す。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  令和４年度の農業関係の目玉事業といったことでのご質問でございました。目玉事業となるかどうかと

いうところはちょっとあれなのですけれども、やはり町単独の事業で農業振興図れるものではないとは思

っておりますので、国、県の補助事業も活用するといった意味から、今新規に今回予算化なっている部分

の事業をご紹介をさせていただきたいと思っております。その中でも、人材育成とか、そういった部分に

つながる補助事業等ございますので、そちらをご説明させていただきたいと思います。 

  予算書でまいりますと52ページになりますけれども、負担金補助及び交付金の欄となります。この52ペ

ージの中の一つとしましては、下から６つ目ぐらいでしょうか、経営継承・発展支援事業費補助金300万円

といったものがございます。こちらにつきましては、令和３年度の中での９月の補正でも計上させていた

だいたものになりますけれども、令和４年度も取組を予定をしております。認定農業者等から経営を継承

した後継者が経営発展計画に基づいて実施する事業、そちらに対しての補助となりますけれども、経営発

展に向けた取組に必要な経費の支援を行うものとなります。補助上限が100万円、国２分の１、町２分の１

の負担というものでございます。現時点で対象となるであろう農業者数の見込みを一応３名というふうに

こちらでは想定しておりますので、100万円ずつの３名分で300万円計上をさせていただいております。 

  あと、その下の部分にございますけれども、新規就農者経営発展支援事業費補助金1,125万円でございま

す。こちら令和４年度の新規事業、国の事業を活用させていただくというものになりますけれども、就業

時49歳以下の認定新規就農者を対象としまして、経営発展のための機械、施設等の導入を支援するものと

いうことでございます。事業費としては500万円上限という形を取っておりますので、４分の３、こちらが

国からの補助ということで入ってまいります。新規就農予定者を今のところ３名と想定をさせていただい
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て、計算をしまして1,125万円の事業費というふうに見ております。 

  あと、もう一つでございますけれども、その下の下に新規就農者経営開始資金事業費補助金450万円でご

ざいます。こちらは、農業次世代人材投資事業の後継事業という位置づけになっておりますけれども、こ

ちらも49歳以下の認定新規就農者に対する経営開始資金の補助となっております。１か月当たり12万

5,000円、こちらを12か月支援をさせていただくもの、年間で150万円となりますけれども、そちらの新規

就農予定者を一応３人ということでこちらでは見ておりますので、450万円事業費として計上させていただ

いております。 

  いずれにしましても、やっぱり後継者育成が一番の課題ということで、どの作業においてもそうだと思

いますけれども、こういった国の制度を活用して遊佐町の農業者の育成に努めてまいりたいと思っており

ます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  まさにいわゆる後継者育成というのは喫緊の課題というふうに思います。国の悪

口を言うわけではありませんけれども、大分法人化で農地は集約しましたけれども、一番悪いのは、法人

で米を出荷するものですから、今青申で申告終わった方々も多いかと思いますけれども、いわゆる米の収

入は雑収入という取扱いなのです。本当の米の収入ではないのです。それって恐らく作っている人にとっ

てはやる気がうせる、心が折れる部分だというふうに私はいつも常々思っておりました。新規就農の中で

も一番大変なのは、新しい農地を求めることと水利権を持つことというふうに思います。畑作であれば、

ある程度井戸を掘ったりとか、ちょっと高くなりますけれども、町の水道を引っ張ってきたりとかという

のはできるかと思いますけれども、いわゆる水利権というのは、その土地、その集落で受け継がれてきて

管理されてきたものですから、なかなか新入りの方々には優しくはないだろうというふうに思います。そ

ういうことでは、やっぱりある程度町が仲立をして土地と水利権等々手当てしてくれる、いわゆるそんな

窓口が必要になってくるかなというふうに思います。その辺の窓口があればいいのですけれども、それと

一緒に58ページに行くと遊佐ブランド推進事業の予算が入っております。その中で、いわゆるブランド推

進となると、それだけにとどまらず、畑作なり、いわゆる農産品の加工まで、販売までというふうになる

のかもしれませんけれども、今の役場の体制の中では難しい。先ほどのお話が難しいとなれば、ブランド

推進事業の中で少し窓口的なものは持っていただきたいなというふうに思いますので、まず58ページの遊

佐ブランド推進事業の内容について改めてお聞きしたいというふうに思います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  58ページの12節委託料のところに遊佐ブランド推進事業委託料等と、2,743万6,000円の表記がございま

す。こちらの委託料のうち、遊佐ブランド推進事業委託料としましては1,855万円予定をさせていただいて

おります。遊佐ブランド推進協議会でございますけれども、遊佐ブランド推進協議会の概要、経過に若干

触れさせていただきたいと思います。皆様ご存じのように、遊佐ブランド推進協議会ですけれども、平成

17年度設立をされまして、遊佐ブランドの開発と人材育成の取組を実施してまいりました。平成18年度か

らは、国の雇用創造事業の採択を受けて創業支援センターを立ち上げて、29年度まで雇用創出と就業支援



 - 269 -

の事業にも携わってまいったところでございます。これまでの16年間の活動におきまして、遊佐カレーで

すとか耕作くん、ほかの遊佐ブランドの商品開発に成功してきたというふうに思っておりますけれども、

それに加えて国の補助事業を活用しての人材育成、雇用創出に成果を上げてきたのではないかというふう

に思っております。また、友好都市であります東京都豊島区での遊佐ノ市の定期開催ですとか、まるっと

遊佐においての特産品の紹介ですとか、そういったものを行ってきたわけですが、こういったものによっ

て首都圏との交流促進につながってきていたものと思っております。 

  補助事業期間で、人員体制のお話になりますけれども、最大５名という事業推進員がおった時期もあり

ましたけれども、現在は事業推進員が２名の状況となっておりますので、なかなかマンパワーの不足とい

うことがございまして、雇用創出事業ですとか特産品の開発、イベントの開催を従来の規模で継続するこ

とが困難になっている事情となっております。加えまして、令和２年度以降、コロナ禍の影響によって事

業規模が縮小して、首都圏での販路拡大事業の中止、これが相次いでおるということ、販路の縮小から加

工品開発の取組が停滞している状況にございます。今後は、新しい生活様式に対応した加工品開発と販路

拡大が求められているものと認識をしておるところでございます。 

  そういった現状を受けまして、予算のほうの説明となりますけれども、新年度、これまでと違ったとこ

ろにつきましてでありますけれども、令和４年度から現在の２名の事業推進員に加えまして、事務局長的

な位置づけとなりますけれども、主任事業推進員を１名採用して事業に取り組んでいただきたいというこ

とで考えておるところです。主任事業推進員につきましては、１か月の給料としましては25万円を想定し

ております。また、賞与を年２回、それぞれ一月ずつ、２か月分になります。ですので、事業推進員の年

間の給与については350万円ということになりますので、この部分が昨年に比べて追加になっているといっ

たことでございます。あと、そのほか委託料につきましてですけれども、現状の体制をどのようにまた持

っていくのかということが大きな課題でもありますけれども、令和４年度から、これまで負担金のほうに、

ブランド推進協議会への負担金ということで115万6,000円計上させていただいておりましたけれども、負

担金のほうからこちらの委託料のほうに付け替えをさせていただいて、115万6,000円は委託料のほうに追

加、あと６次産業化の補助金30万円、こちらについてもこの委託料のほうに加えさせていただいて、合計

145万6,000円を新たに委託料のほうに追加をしたいということでの予算化でございます。あと、ブランド

推進協議会の見直しに当たっては、地域力創造アドバイザー事業業務委託料、アドバイザーの方から入っ

ていただいてブランドの再構築につなげていきたいと思っておりますけれども、そちらの委託料分としま

して560万円想定をしております。地域力創造アドバイザー事業、総務省の事業を活用させていただいて事

業見直しに取り組むということでございます。財源としては特交対象となるようでございますので、補助

金ではございませんけれども、この費用も国のほうで見ていただけるということでございました。 

  長くなりました。以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  確認でございます。ブランド推進協議会の今事務局ということで、新たに主任ク

ラスの人員を雇用するという考え方でよろしかったでしょうか。うんうん言っていますので、いろいろ内

容についてはまた隣の方が後で午後から聞くということでしたので、私はさわりで終わりたいと思うので

すけれども、いわゆるその人員に関しましてどのような、先ほどアドバイザーということもございました。
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それは、総務省の予算をいただいての新たなアドバイザーの雇用ということでございます。いわゆる25万

円の報酬でどのぐらい働いてくれるかなのですけれども、いつも成功したところの話でいくといわゆる名

物男が必ず登場するわけなので、その辺いわゆる名物男になるための一つの自由になるお金も必要なので

はないかなと。今はコロナで大変なのでしょうけれども、いわゆる固定給の25万円だけでなく、あっちこ

っち飛び回る経費的な、本当に我々もコロナで行けないのですけれども、あっちこっちもっと見て回りた

い。見てきたものは、その価値によって反映されていくというふうになるのだろうと思います。長野県の

小布施辺りだと、いわゆるヨーロッパのマルシェを見てきた人がかなりの成功例を上げてきたというよう

な、桝一客殿であるとか、そういうのが成功例として挙げられております。名物男にするためにもっとお

金を使ってもいいのではないかというのが私の感想です。 

  そのすぐ下にいわゆる施設賃借料というような一行がまた別に、恐らく推進事業のほかに計上されてお

ります。建物に関するいわゆる賃借料だと思うのですけれども、いわゆる賃借料の性格についてもう少し

詳しくお願いできれば。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  使用料及び賃借料で498万円の予算計上となっておりますけれども、この中にはゆざ元町地域交流センタ

ーのＡＥＤのリース料、こちらが５万3,000円、地域活性化拠点施設のＡＥＤのリース料７万円、あと地域

活性化拠点施設の共同加工場の設備機器のリース料、こちらが210万7,000円計上となっております。こち

らの設備機器賃借料、リース料の中でありますけれども、どういったものをリースをしているかというこ

とになりますが、加工室にございます高温圧力調理器ですとか、ブラストチラー、こちらが急速冷却調理

器でございます。あと、食品乾燥機、あと消毒保管庫、そういったものが加工室のほうにございます。あ

と、放送室のほうでは、真空包装機、ラベルシーラー、こういった機器をリースをしておりますけれども、

これの年間のリース料ということで210万7,000円となっております。あと、施設の賃借料でございますけ

れども、地域活性化拠点施設を大阪有機化学工業株式会社様からお借りをしておりますけれども、そちら

の賃借料としまして年間275万円をお支払いをしておりますので、これを計上しております。令和３年度で

３年間の賃貸借契約が満了となりますので、現在４年度からの新規、新規といいましょうか、継続、賃借

に向けて協議を進めているところでございます。今のところまだ確定にはなっておりませんけれども、こ

れまでも３年間賃借契約を結んでおりましたので、まず同じ３年間というようなことが今の時点では相手

方からお示しをされております。ということもありまして、まず275万円、今後も３年間は同額の予算化と

なろうかと思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  先ほどの農政のお話からいわゆるブランド推進事業のほうにまでちょっと飛んで

しまったのですけれども、いわゆる動かすのは人、人材ということなので、八福神のほうに事務所を構え

た都合ちょっと遠いかなというのはやはり今率直に感じるところであります。いわゆる産業課は役場内に

あって、いわゆるブランド推進協議会事務局は八福神にあって、実際販売の最先端となるのがやっぱりふ

らっとになっていくという、もう三角関係でとても離れているような…… 
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  （何事か声あり） 

９ 番（阿部満吉君）  邪魔するな。そういうところで、その連携がちょっと心配かなというところもご

ざいますので、その辺をやっぱり束ねるのが産業課長のこれから今年度の本当の正念場なのかなというふ

うに思いますので、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。 

  ほかにも質問をお願いしておりましたので、もう一つ、地域生活課のほうに移らさせていただきたいと

いうふうに思います。お願いしていたのは、ページの64ページのいわゆる河川費になりますけれども、昨

日も７番委員のほうからいろいろ、64ページ、いわゆる河川の管理業務等については質問がございました。

私のほうからは、今年６月の総会をもっていわゆる月光川組合というものがまずは一旦の歴史を閉じると

いうお話がございました。ある程度ここで検証的にひとつ締めをしないと月光川の組合というのも成仏し

ないのかなというふうに思いましたので、ぜひ課長のほうからその辺のところをお伺いしたいというふう

に思います。今まで月光川費として我々年間に税という形で徴収されてきたわけですが、その事業をどう

いうふうに今後町で引き継いでいくのかというあたりからお伺いしたいというふうに思います。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  月光川水害予防組合につきましては、約140年間の歴史今年度閉じるということになろうかと思います。

今年の７月をめどにということで、現在解散の事務作業を進めているところでございます。来週23日も川

議員の皆さん集まりまして、解散に基づきまして、その辺協議議案ということで、来週23日にご協議して

いく予定になってございます。また、解散ということで、組合の皆さん家族いらっしゃいますけれども、

今年の２月１日でございましたけれども、生涯学習センターにおきまして解散に関します説明会開催をさ

せていただいたところでございます。これまで月光川水害予防組合で実施してきました河川の草刈りにつ

きましては町で継承していくということで確認をしてございますし、草刈りの経費につきましても新年度

の一般会計予算のほうで準備をさせていただいているところでございます。また、月光川水害予防組合が

解散されることによりまして、河川の情報が届かないのではないかという心配があります。また、経営の

要望活動なども手薄になってくるのではないかなということで、川議員の皆さんからもそういった心配の

声が出されまして、何らかの形で組織づくり、つくっていく必要があるのではないかということで議員の

皆さんからもご意見いただいているところでございます。７月は若干時間ありますので、まず川議員の皆

さんと一緒になってその辺の組織づくり検討していきましょうということで、現在調整をさせていただい

ているところでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  いわゆる月光川といえば、我々農業する者にとっては母なる川というか、月光川

の水がなければ稲作はできませんし、開発米というおいしいお米もできないというのが本音でございます。

農協青年部時代は、いわゆる石けん運動をしながらいかだ下りをして、いわゆる清流を守るということを

念頭にして、清流の中で作られる農産物を自信を持って作ってきました。その辺のことはこれからも引き

継いでいただきたいというのが本音でございます。いかだ下りというのは、高瀬小学校の４年生ですか、

５年生でしたか、６年生でしたか、今でもやっているようですけれども、川面の水面ぎりぎりから見る景
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色というのはまた別ですし、ここにおられる私と同じぐらいの年代の方々は川遊びもされた年代の方も多

いかと思います。やっぱり遊佐町は石けん運動を見るように川を大事にしてきたし、鳥海山を大事にして

きたということはぜひ否定しないでこれからも続けていくべきことだと思いますので、その組織に関しま

しては今後とも解散に当たっての一つの宿題になるかと思いますので、退職されようともぜひその道筋を

つくってあげて、ではねと言ってください。それを申し添えて、この項は終わりたいというふうに思いま

す。 

  教育課のほうにもお願いをしておりましたので、時間がないので、１問だけお願いしたいと思うのです

けれども、ページ78から79ページのほうにいわゆるスポーツ少年団関連の予算が載っておりました。ざっ

と見ていって、コロナのこともあろうでしょうけれども、ツーデーマーチ等々もどうなるか分かりません

し、登山マラソンはできないのかなというようなところも今ささやかれている状況です。何よりコロナだ

けでなくて少子化が拍車をかけてきまして、何かちょっと小耳に挟んだのですけれども、山形県のジュニ

ア駅伝とかなくなるのではないかとか、あとは全中の大会はいわゆる学校の部活ではなくて、クラブチー

ムも全中に出られるというようなお話もございました。その辺の状況について、もし把握しているのであ

ればお願いしたいというふうに思います。 

委員長（那須正幸君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えをいたします。 

  ただいまのご質問で、まずジュニア駅伝競走大会の状況を申し上げたいと思います。これは、町として

は毎年度勝ち負けよりも練習などを通して最後まで諦めない心を育むことを目的に、これまで大会に参加

してきたところでございます。ただ、残念ながらただいまありましたようにコロナの影響もあり、２年度、

３年度におきましては、またさらにオリンピックなどの関係もあって開催はされませんでした。しかし、

町としましては独自で活動もしてまいりました。この２年度、３年度においては、ほかの大会への参加も

探しましたけれども、残念ながらコロナの影響によって参加できる大会は見当たらなかったわけなのです

けれども、保護者を交えて吹浦の遊ぽっとを利用してミニ駅伝競走大会を開催したという経過がございま

す。この小学校５年生以上の希望者と中学生は基本的に陸上部を対象としておりますけれども、２年度で

は30名、３年度では26名の参加がございました、チームの編成としては。勝ち負けにはこだわってきませ

んでしたけれども、この活動が実を結んで、今年度は県の縦断駅伝競走大会のほうに中学生が３名、県の

女子駅伝のほうに中学生２名が選出されたわけでございます。駅伝競走大会につきましても、中学校の地

区予選でも男女アベックで優勝して、県大会に飽海地区第１代表として出場、さらに男子は東北大会に県

代表として出場を果たしたところでございます。最後まで諦めずに練習すれば結果が出るということがい

い教えになっているのではないかというふうに思っております。 

  ジュニア駅伝について、これ中止の情報になりますけれども、残念ながら令和４年度以降山形県ジュニ

ア駅伝競走大会のほうは、令和４年２月に山形県スポーツ保健課のほうから通知があり、開催されないこ

ととなりました。しかし、町のほうとしましては、これまで同様に最後まで諦めない心を育むということ

を目的として、今後も独自で活動をしていくべく今回補助金のほうに42万円を予算計上させていただいた

ところでございます。 

  もう一つ、中体連、全国大会には部活に限らずクラブチームも参加可能というふうな情報があるやとい
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うことでご質問がございましたけれども、特に今のところはそのような情報は把握はしていないというと

ころでございます。また、これも今のところ中体連の酒田飽海地区大会、それから県大会ではクラブチー

ムとしては参加不可能となっていますので、申し添えたいというふうに思っております。少子化の関連に

なってくるわけなのですけれども、参考までにこれまで部活動としましてですけれども、合同チームを組

むというように、遊佐中学校の野球部が一時期市内の鳥海八幡中学校のほうと組んで出場した経過がござ

いました。これは、ただし酒田飽海地区大会のみの出場となるわけなのですけれども、今後例えば学校同

士で協議をしながら合同チームを組むといったその可能性については今後もあるというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  ９番、阿部満吉委員。 

９ 番（阿部満吉君）  いわゆるジュニア駅伝のほうは、ちょっと今後開催が難しいかなというようなお

話もございました。内輪の話になってしまいますけれども、庄内みどりになる前、遊佐町農協の時代に農

協駅伝というのがございました。いわゆる酒田と合併をするということで農協駅伝がなくなったのを悔し

がって、隣にいる方が会長となってこばえちゃ駅伝をつくったわけで、なくなればつくってしまえばいい

というのが我々の本心でありますので、遊佐町が主催するジュニア駅伝を今後つくれれば全国から集めて

しまってもいいのではないかというような感じを今受けたところでございます。今年の出産が四十何名と

かというような数字も出てきております。前あれだけ選手がいた剣道大会でさえ本当に合併しないと、小

学校も合併だし、中学校も本当に剣士が少なくなって、全中に出れるかというような、個人戦ぐらいしか

出れないかというようなところで、クラブチームということが全中のほうでも検討されているという話を

ラジオで生島淳さんが言っておりましたので、これは恐らくそういう流れになるのだろうというふうに思

いますので、ぜひ準備方よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  そのほか本当はちょっと遊’ｓの関係で町内のクラブチームの話も今後この時間でしたいと思いますけ

れども、ちょっと時間も限られておりますので、その辺はまたの機会にお願いしたいということにいたし

まして、私の質問は終わりたいというふうに思います。 

  長年務められた課長の方々、大変ご苦労さまでございました。今後ともぜひこの辺に座るような気持ち

で町にご協力いただければというふうに思います。 

委員長（那須正幸君）  これで９番、阿部満吉委員の質疑は終了いたします。 

  午後１時まで休憩いたします。 

  （午前１１時５２分） 

 

              休                 憩 

 

委員長（那須正幸君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （午後１時） 

委員長（那須正幸君）  直ちに審査に入ります。 

  11番、斎藤弥志夫委員。 
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１１番（斎藤弥志夫君）  私からも質問します。 

  地域生活課のほうに、63ページの工事請負費１億5,800万円、町道改良工事、町道にもいろいろあるのか

もしれませんが、どのような工事内容か伺います。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  工事請負費、来年度１億5,800万円、大きい事業費準備をさせていただいております。来年度の工事予定

箇所でございますけれども、10か所予定してございます。１つ目といたしましては、町道西浜地内になり

ます道路改良工事ということで、両サイド側溝、昔の現場打ちの側溝入っていましたので、それに新しい

Ｕ字溝を入れまして、路面も砂利道になっているということで、舗装を併せて上げる工事になります。こ

ちらが600万円でございます。そして、２つ目としまして、町道金俣三ノ俣線のり面の補修工事でございま

す。具体的な場所は、月光川大橋、ダムの橋渡ってすぐ山に向かって左側、高いきついのり面になってい

ますけれども、そちらの路肩の部分がガードロープになっているのですけれども、その基礎部分がクラッ

ク入っておりまして、ガードレールもたるんで用をなしていないということで、そちらのガードロープと

基礎工事の補修ということで500万円予定してございます。３つ目といたしましては、町道和田下長橋線側

溝整備ということで、場所につきまして防災センター西側、あの部分だけ側溝入っていないのです。そこ

の部分の側溝整備させていただきます。約70メーターほど予定しています。500万円予定しています。４つ

目になりますけれども、こちらは継続事業になります。町道杉沢本線の舗装補修工事、こちらは平成30年

度から継続的に実施しておりまして、来年度５年目になりますけれども、事業費ベースで3,000万円予定し

てございます。５つ目になりますけれども、こちらも継続事業となりまして、町道畑西線道路改良工事、

月光園の前の道路改良工事になります。こちらは、平成30年度から着工いたしまして、継続事業、来年度

５年目になりまして、事業費ベース4,000万円予定してございます。６つ目になりますけれども、町道上戸

畑線ということで、上戸地内の側溝整備でございます。事業費ベースで500万円。７つ目、町道大滝線側溝

整備工事ということで、こちら広野地内になりまして、緊急車両の通行が容易でないということで、地元

のほうからご要望いただきまして整備いたします。延長50メートル、事業費ベースで400万円予定してござ

います。８つ目になりますけれども、こちらも継続で、広畑橋の架け替え工事になります。今年度上部工

上がりますので、その橋の両サイドの取付け道路ということで工事予定しています。来年度４年目になり

まして、事業費ベースが5,000万円予定してございます。９つ目になりますけれども、これも橋の超寿命化

の工事でございまして、来年度から尻引橋、七日町から和田に抜ける橋となりますけれども、結ぶ橋にな

りますけれども、尻引橋の補修工事予定しています。こちらは、４年、５年とできれば２か年で完成させ

たいということで、来年から着手予定でございます。来年度は、下部工の補修と橋の両サイドの縁端拡幅

ということで予定をさせていただいております。事業費ベースで1,000万円。そして、最後になりますけれ

ども、小規模橋梁補修ということで、短い橋になりますけれども、床版橋の補修、これは駅前地内予定し

ております。ボックスカルバートにできれば入替えしまして、橋梁台帳のほう落としていきたいというふ

うに考えてございます。以上、来年度10か所予定をさせていただいております。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 
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１１番（斎藤弥志夫君）  町道の工事箇所もいろいろございますけれども、生活道路が多いと思いますの

で、まずよろしくお願いいたします。 

  その次ですけれども、そこの委託料の3,963万円、測量設計委託料等とありますけれども、この内容につ

いても伺います。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  委託料でございます。来年度の委託箇所につきましては、６か所予定してございます。１つ目は、先ほ

ど申し上げました月光川ダムの上ののり面、基礎ブロックの補修ということで50万円。そして、２つ目と

いたしまして、町道和田下長橋線側溝整備工事、防災センターの西側の側溝整備に係ります設計というこ

とで100万円。そして、尻引橋の補修工事ということで、こちらのほうの設計監理、建設技術センターさん

のほうにお願いすることになろうかと思いますけれども、300万円予定してございます。４つ目といたしま

して、広畑橋、こちらも設計監理ということで、山形県の技術センターのほうにお願いすることになろう

かと思いますけれども、200万円。そして、５つ目といたしまして、今年度橋梁長寿命化の現場の点検をい

たしました。この点検の結果に基づきまして、来年度計画を策定する予定にしてございます。事業費ベー

スで1,000万円予定しています。最後、６つ目になりますけれども、栄橋、来年度からいよいよ撤去という

ことで、設計のほうに取りかかりたいというふうに考えてございます。撤去後に係ります設計ということ

で、2,300万円予定をさせていただいております。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  この６つ目の栄橋ですけれども、大分傷んできていまして、私も現場見に行っ

たりはもちろんしているのですけれども、以前から撤去の要望なり、いろいろあったようでございます。

今度いよいよ設計ということで2,300万円の予算がついていますけれども、その後どのような撤去までの工

程になるのか、その辺も伺いたいと思います。これまでですと、やっぱり大分傷んでいまして、木橋部分

の欄干部分が部分的に破損しまして、なくなったりしていました。それから、木橋部分のごみがたまって

いるような辺りに松の木が生えたりしていたのです。橋の上に松が生えるあの光景は名勝かなと思ってい

たのですけれども、残念ながらジオパークの名勝にはならないのですけれども、今あれも全部取り払って

もらってある程度きれいになっています。そして、また川の橋の白木の川のたもとの辺りにも結構ごみが

いっぱいたまっていました。それから、流木のようなものもありまして、その辺だけでもまずきれいにし

てもらえないかという話は私も以前にしたことがあるのですけれども、その辺をあらかじめというか、き

れいに清掃なり撤去なりしていただきまして、今はきれいになっています。そこまでは非常によかったと

思いますけれども、本格的な橋の解体に至る予定、それを伺いたいと思います。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  栄橋のこれからの撤去までの大まかなスケジュールというご質問だと思いました。まず初めに、栄橋の

諸元につきまして簡単にご説明させていただきたいと思います。栄橋につきましては、延長125.4メーター

ございます。そのうち木橋部が71.3メーターの10径間、そしてコンクリート橋、コンクリート部につきま
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しては54.1メートルの２径間ということで、木橋とコンクリートの混合橋という形でございます。幅員に

つきましては、有効幅員が３メートル、全幅で４メートルとなっておりまして、架設年につきまして木橋

部は昭和31年、コンクリート部につきましては昭和50年の洪水によりまして半分流出したということで、

架け替えをなされてございます。栄橋つきましては、平成24年度、第１回目の橋梁長寿命化の点検のとき

に木橋部の桁、支承部に劣化、大きな損傷が見られたということで、24年の10月から全面通行止めという

ことで対応させていただいております。 

  栄橋につきましては、先ほどご説明したとおり、来年度より撤去のための設計に取りかかります。ただ、

実施に当たりましては国からの交付金いただいての事業となりますので、要望額どおりの交付金をいただ

くことが必要となってくるのかなというふうに思ってございます。設計に当たりましては、まずは河川管

理者であります山形県との協議が必要となってきます。協議によりまして撤去工事の工法が決まってくる

わけでございますけれども、撤去に当たりましては仮設の橋の設置が必要となってくるのかなというふう

に思ってございます。まだ設計を行っていませんし、また要望額どおりの交付金いただけるか分かりませ

んので、現時点での想定でのスケジュールについてご説明させていただきたいと思います。 

  まず、令和４年度、来年度になりますけれども、撤去のための実施設計2,300万円予算を準備させていた

だいております。２年目の令和５年度、右岸側になりますけれども、上部工の木橋部の撤去、そして３年

目、６年度につきましては木橋部の下部工、パイルベントになっていますけれども、パイルの撤去、引き

抜きになろうかと思いますけれども、下部工の撤去、そして４年目につきましては、７年度、コンクリー

ト部の上部工の撤去、そして５年目には、令和８年度になりますけれども、コンクリート部の下部工、下

のほうの部分の橋脚になりますけれども、撤去という形で進めていければいいのかなというふうに思って

ございます。大まかなスケジュールとなってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  今課長からスケジュールについて大まかなところを伺いましたが、随分複雑な

スケジュールなのだなと思いました、橋の解体で。また、仮設の橋も設けなければならないというような

ことのようなので、結構大変な工事だなとは思います。今のスケジュールどおりだとなりますと、令和４

年度に設計をして、それから１年ずつ４回もやるということで、設計する年も入れると全部なくなるまで

５年もかかるという大変なロングスパンの工事になるようですけれども、国の交付金をいただくことが必

要だというふうなこともあるようですけれども、解体するしかないので、ぜひこういう形で続けていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。 

  その次ですけれども、71ページの教育関係ですけれども、学校管理費です。施設整備工事費ということ

で、１億4,310万円となっております。また、そのすぐ下の下、駐車場等用地取得費ということで1,070万

円の予算がありますけれども、まずこの内容について伺います。 

委員長（那須正幸君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えをいたします。 

  まず、この整備工事費でございますけれども、１億4,310万円を計上させていただいております。この内

訳としましては、１つは小学校施設改良事業費として2,200万円、新小学校開校に向けた適正整備事業費で
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１億2,110万円、合わせて１億4,310万円を計上しているものでございます。 

  まず、小学校施設改良事業費として盛っておりますのは、遊佐小学校の高学年等のトイレ改修工事

2,200万円でございます。遊佐小学校の高学年棟のトイレが若干狭く、便器も和式であるために、現在の高

学年棟男女トイレを女子トイレとして改修をしまして、向かいにある教材室を男子トイレとして改修をす

るものでございます。整備した後は、男子トイレには洋便器のほうを２基、小便器５基、女子トイレには

洋便器５基整備される予定とするものでございます。なお、今後の工事予定としましては、令和５年度に

低学年棟、令和６年度に中学年棟のトイレを洋式化に整備する予定としておるところでございます。この

事業は、国庫補助事業を活用しておりまして、安全・安心な学校づくり交付金として令和４年当初予算の

ほうに937万9,000円を充当をいたしております。 

  また、もう一つ、一方で新小学校開校に向けた適正整備事業費１億2,110万円のうち主なる工事内容を申

し上げますと、まず１つ目としましては、遊佐小学校駐車場整備工事費6,000万円ございます。これは、統

合後の主な通学手段となるスクールバスでございますけれども、現在よりも多くスクールバスが遊佐小学

校に集中することとなるため、児童が安全に乗降できる場所が必要となります。現在、遊佐小学校プール

東側の農地をスクールバスの乗降場所とバスロータリーとして整備をする予定でございます。また、保護

者の駐車場のほうも統合後さらに不足することが想定されますので、保護者用の駐車場としても整備する

予定でございます。一度に乗降できるバスの台数は４台、駐車可能な駐車台数としましては約122台を想定

しての整備工事でございます。また、主な工事の２つ目としましては、遊佐小学校の給食室の改修工事

1,700万円ここに組み込まれております。これは、遊佐小学校の給食室では、統合後の食数約500食の調理

をするには厨房機器の台数や容量が若干不足するため、現在の小学校の給食室に他の閉校予定から厨房機

器を運搬、移設しまして、電気設備及び配管設備の工事をする予定としております。また、洗浄室、調理

室、下処理室にそれぞれエアコンを合わせて３基のほうも整備しまして、労働環境の改善にも取り組む予

定としております。また、主な工事内容としての３つ目でございますけれども、遊佐小学校北側町道拡幅

工事3,000万円を組み込んでおります。これは、新たに整備するバス転回場に進入するには遊佐小学校北側

に位置する町道境田線を通行する予定でございますけれども、町道境田線の道路幅員が5.5メートルでござ

いますので、大型バスが安全に交互通行するには狭いということもありまして、町道幅員を遊佐小学校側

のほうに１メートル拡幅しまして、6.5メートルに整備する予定としておる、そのような工事内容を盛り込

んでおるところでございます。 

  それから、予算費目、次に下のほうの駐車場等用地取得費として1,070万円を計上させていただいており

ますけれども、これは若干補正予算の特別委員会のほうでも申し上げましたけれども、統合を控えて今の

バス通学が主になることと保護者の駐車場が不足することからということで、今年度11月には農地の一時

転用を行って農業用パイプラインの移設工事を行っており、年度内に完了予定としておりますけれども、

これと並行しまして駐車場及びバス転回場の実施設計を行っておりまして、来年度本工事を先ほどの工事

費に盛り込んで実施する予定としておりました。このため、当初の予定では半年をかけて農振地域から除

外手続を行いまして、農業委員会より農地転用許可を得てから買収手続に入る予定でございました。この

ために今年度６月には農振除外申請を提出して、10月には農振除外の手続は完了し、これを受けて農地転

用許可を受ける予定でございましたが、土地所有者が急にお亡くなりになったということもありまして、
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年度内の農地転用手続は困難ということで、３月補正で減額させていただいたところでございます。改め

てこの新年度に計上させていただいたというところでございます。なお、現在としましては、登記のほう

が所有権移転のほうは完了しているようでございますので、来年度早々に農地転用を行い、用地買収を行

う予定としておるところでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  校舎のトイレ改修だとか、それから新校の駐車場整備など、随分大がかりな工

事になるようでございます。まずよろしくお願いします。 

  それから、その下の17番の備品購入費とあります。施設用備品1,218万8,000円があります。また、12番

に委託料としまして物品運搬委託料等1,657万8,000円というふうな、これもございますけれども、物品運

搬、運搬というふうなことは普通あまりないようでございますけれども、この辺どういうことなのか、備

品購入費とこの委託料について伺います。 

委員長（那須正幸君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えをいたします。 

  順番にまず委託料から申し上げたいと思いますが、計上額1,657万8,000円の物品運搬委託料等でござい

ますが、このうち新小学校開校に向けた適正整備事業費として、新規で物品運搬委託料を545万円計上をし

ておるということで、例年になくここは皆増した予算でございます。これにつきましては、学校の備品、

図書本、事務文書等、必要物品の運搬委託料として530万円を内訳として盛っております。各学校から必要

数の物品等、学習机、椅子、電源キャビネット、電子黒板、特別教室の備品、理科備品等でございます。そ

れから、体育用備品、職員室のデスク文書類などを遊佐小学校に運搬する委託料ということになります。

各校１日半の春休みに集中してということになるかと思いますが、この１日半の作業を見込んで一定事業

者から見積りを頂いたものを基として５校分の費用を計上しております。それから、グランドピアノの移

設費用としても15万円盛っております。他の閉校予定のピアノで状態のよいピアノのほうも遊佐小学校の

ほうに運搬する予定としておりまして、現在候補選定中でありますけれども、この経費を盛っておるとい

うところで、これは新たな来年度開校準備に向けた最終の仕上げの年となりますので、移動のないように

こちらのほうに計上させていただいたところでございます。 

  それから次に、施設用備品購入費1,218万8,000円でございますが、このうち小学校適正整備事業費とし

て1,178万8,000円をこの中に組み込んでおります。これが主なるこの備品購入費の要因となるわけなので

すけれども、その主なる備品購入内容としましては、まず１つは昇降口の整備用備品購入費として650万円

組み込んでおります。これは、昇降口の改修で新たに下足箱を備品として購入して昇降口に備え付けるも

のでございます。児童用下足箱39台、教職員下足箱２台、来客用下足箱２台、計43台を購入する予定とし

ております。また、２つ目としましては、給食調理室の整備用備品購入費270万円を盛り込んでおります。

現在給食担当の児童が10名程度で給食室から教室まで運搬しておりますけれども、統合後は17クラスが集

中して、コロナ対策もしながらということもございますので、混雑回避と給食運搬業務の軽減を図るため

に１学級用の給食運搬台車を11台購入する予定をしております。また、教室の増築棟のほうは給食室から

距離があるということもありますので、まとめて運搬するために給食用コンテナを４台購入する予定とす
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る予算でございます。あと、主なるものはもう１つ、２つあるのですが、３つ目としまして新校校旗、副

校旗の購入100万円、それから移動式の雨具かけ購入ということで100万円をこの備品購入費のほうに盛り

込んでおるところでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  いろんなものを動かさなければならないと、運び込まなければならないと、そ

ういう意味での運搬費もかなりかかると。それから、給食関係とか昇降口の下足箱だとかいろいろあるよ

うでございますけれども、かなり今回は大がかりな備品の購入になるようでございます。学校の先生方は

県職員ということで県のほうで人事配置などはもちろんするのでしょうけれども、この給食の関わり、給

食については町の職員ということのようですので、単純な話５つの小学校が１つにまとまって、１年後に

はもうそうなるわけですけれども、給食関係の人事配置のようなものはある程度順調にいく予定なのでし

ょうか。今回その人事については書いていないのですけれども、給食に関連してその辺もしあれだったら

伺いたいと思います。 

委員長（那須正幸君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  人事配置ということもありますので、ここでは具体的なお話は控

えさせていただきますけれども、まずはこの必要な食数に応じた全体のシミュレーションとなるものを来

年度しっかりと持って計画を立てていくと。実際給食のほうも作りながら、運びながらという作業も進め

ながら計画しているところでございます。少なからず体系が変わることは既存の周知の事実でございます

ので、そういったところも含めて全体、調理業務の体制というのはこれから再編していかなければならな

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  ちょっと余計な話ししましたけれども、かなり給食の係の方も余分という言葉

はよくないですけれども、そういう格好になるのではないかと思ったものですから、しかもそれは町の人

事ということのようですので、あと１年後に迫っているわけですので、その辺順調に人事の人の調整が進

めばいいのですけれども、やっぱり給食の係の人として残りたいけれども、残れないみたいな、そういう

形ができたりすると具合が悪いのではないかと思ったりしたものですから、ある程度その辺の見通しがあ

るのかなと思ってちょっと伺ったところです。これからということなわけですよね。はい、分かりました。 

  では、ちょっと初めのほうに戻りまして、農業関係について伺います。基本的なことでございますけれ

ども、ページ51の農業振興費の中で、環境保全型農業直接支払交付金4,034万円というのがあります。これ

について伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  今お尋ねの環境保全型農業直接支払交付金についてということになりますけれども、4,034万円計上とさ

せていただきました。こちらにつきましては、これまでも事業化されているものでございますけれども、

支援の対象となりますのが地球温暖化防止ですとか生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業
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者に対して支援をするものでございます。営農活動の要件といたしましては、化学肥料、農薬を５割以上

低減する取組を行うことといったことが大きなものとなっております。こちらの事業費でございますけれ

ども、昨年度の事業費と全く同額を計上させていただいておりますけれども、内訳といたしましては、有

機農業に取り組む部分といたしまして、3,000アールで単価一応1,200円計算で360万円、堆肥の施用の部分

でいきますと、５万4,000アールで単価440円計算で2,376万円、これは窒素量の多い少ないによって額違う

わけですけれども、堆肥の施用５万9,000アール、こちら窒素の含有量が低いもので220円計算、1,298万円、

合計しまして4,034万円ということで、前年同額の予算要求とさせていただいております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  肥料成分として一番基本となる窒素成分を半分以下にするようなやり方、それ

から有機肥料を取り入れるというような方々についての交付金であるというふうに伺いました。 

  そのちょっと下にまるごと遊佐推進事業というのがあります。これ60万円ですけれども、この内容につ

いて伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  まるごと遊佐推進事業負担金60万円についてのお尋ねでございました。こちらの事業でございますけれ

ども、首都圏にあります生活クラブ生協、デポーと言われる店舗ございますけれども、遊佐産の農産物、

加工品等の販売、試食並びに学習会を通じまして、ＰＲに努めて販売の拡大と新品目の開発を目指すこと

を目的に、遊佐町産直協議会に負担金として支出をさせていただいているものでございます。総事業費の

２分の１を想定しておりまして、上限を60万円と見込んでおりますため、60万円の計上でございます。令

和３年度につきましては、やはりコロナの感染拡大といったこともございましたので、首都圏に出向いて

の事業ができなかったということで、事業は中止とさせていただいておりました。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  遊佐の産品の直売関係の推進に当たっていただくというような事業のようでご

ざいます。 

  それでは、その次の52ページの農業経営力向上支援というのがあります。40万円ですけれども、この内

容について伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  農業経営力向上支援事業費補助金40万円についてのお尋ねでございました。こちらの事業費につきまし

ては、集落営農の組織化、農業経営の法人化等の支援に充てるものということで予算化させていただいて

おります。集落営農、複数、個別経営の法人化、定額で40万円という設定をしておりますので、法人化を

する団体に対して１法人当たり40万円補助させていただくものでありますので、一応予算では１法人を見

込んでの40万円とさせていただいております。 

  以上です。 



 - 281 -

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  法人化をするところに１法人に対して40万円だというようなことのようでござ

います。ただ、法人化すると経営力は向上するのかということになりますと、これはまたちょっと違うと

思うのです。法人化することによって経営力が向上するということは、私はあまりない話ではないかと思

います。だけれども、まずそういうふうなものだとしてこの補助金を出しているということなわけですけ

れども、実際では法人化することによって経営力が向上したとみなされるようなことはどんなことありま

すか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  非常に難しいお尋ねではあるかなというふうには思っておりますので、私の中

ではなかなか把握し切れていないということで、申し訳ございませんが。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  実は私もよく分かっていなかったので、課長だったら分かるのかなと思いまし

て聞いたところですけれども、あまりよい返事はなかったようです。 

  その下のほう、先ほど課長のほうから説明はあったのですけれども、新規就農者の経営発展というふう

なことで、これも３人分だということでした。それから、そのまた２つくらい下で、これも新規就農者の

経営開始について450万円の補助金だという説明がありまして、これは３人分ということでございました。

どっちも３人分ということですけれども、何か下のほうの経営開始に当たる補助金というふうな項目には

なっているのですけれども、どうも12万5,000円ずつ１年間支払うのだというふうなことを考えますと、何

か生活資金の支援のように見えるのです、これは。経営開始ということではなくて、ただ単に生活支援を

１年間提供しますというふうな内容のように見えるのですけれども、そうではないわけですか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  新規就農者経営開始資金事業費補助金という名称となりまして、３名分の計上をさせていただいており

ます。お一人年間150万円ということでありますけれども、これでこの事業が表していますとおり、新規で

就農された方の本当の経営始めた時点での資金、ちょっと説明になっていないのかもしれませんけれども、

生活資金に充てるといった方もいらっしゃるのかなというふうには思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  これ本当に何かの機械を買ったりすることにこの資金を振り向ける人もいるで

しょうけれども、ただ単に１年間補助金もらって１年くらいはこうやって暮らせるのだというふうなこと

に、これ暮らしてもらってもちょっと具合が悪いような気もするのです、このお金は。実際では１年過ぎ

たらもうこの補助金はなくなるわけです。１年限りですので。では、その後はもう自立してやっていかな

ければならないと。何年たっても新規就農者ではないわけですので。だから、もう自立して就農して独立

してもやっていけるのだと、そういう形をつくらないと、やっぱりその人の夢といいますか、ビジョンが

ちょっと崖にぶつかるのではないかと思うのです。だから、その辺はこれでは経営開始のためのビジョン

に本当に協力しているのかちょっと分からないようなところもあるので、でもそういうものだということ
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であればそうかもしれないし、この辺もうちょっと農業経営そのものを強化するような対策のようなもの

に使うというふうな形での補助金にすることはできないのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  こちらの経営開始事業補助金でございますけれども、最長で３年間補助を受けられる制度でございます。

その３年間の中で今委員おっしゃいましたとおり経営の確立に向けて一生懸命頑張っていただくといった

ことを条件ではございませんけれども、それを目指して頑張っていただくための補助金という位置づけと

しておりますので、ましてこちらは国100％、10分の10、国負担の事業費でございますので、まずはこの制

度をそのまま運用させていただきたいと思っております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  人数からいくと３人、３人ですけれども、この３人というのはもう既に応募者

があって３人ということなのか、それともまずそのくらいをめどにした予算を立てているということなの

か、どうなのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  予算の基礎となります３名についてのお尋ねでございましたけれども、こちらで現時点で把握しており

ますこの制度を活用して補助金を受ける予定といいましょうか、受けることができるであろう方の人数と

して３名ということで上げさせていただきました。ということですので、今後また新たな方がこの事業に

手を挙げたりとか、そういった場面も出てくる可能性はあろうかと思います。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  では、ある程度下調べをした上での人数把握だということのようでございます。 

  では、次のほうに移らせてもらいます。57ページのちょっと水産関係になるのですけれども、57ページ、

負担金補助及び交付金というふうなことで、その下のほうに漁業就業者確保・育成総合支援対策事業補助

金で34万円です。そのすぐ下に水産業成長産業化支援関係の補助金で600万円です。この内容について伺い

ます。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  １つ目が漁業就業者確保・育成総合支援対策事業補助金34万円のお尋ねでございました。こちらにつき

ましては、漁業就業を希望される方の研修期間中の生活基盤支援に充てていただくための補助金でござい

ます。研修準備支援金としまして、こちらは転居費用、遊佐町外から遊佐町のほうに転居される際の引っ

越し費用となりますけれども、そちらの上限額として10万円予定をしております。あと加えまして、研修

期間の生活基盤整備支援金、こちらは家賃補助となります。こちらは、１か月当たり２万円で12か月分で

24万円、合わせまして34万円の計上とさせていただいたものでございます。 

  続きまして、その下の水産業成長産業化支援事業補助金600万円についてでございますが、こちらは水産
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振興と地域活性化に向けた取組に対する補助ということでございます。水産業の成長産業化ですとか、漁

村内水面漁業地域の振興に向けた漁業者等の多様なチャレンジを応援するオーダーメード型支援事業とい

う位置づけとなっておりました。こちらが町の補助金の上限額一応200万円となっておりまして、町で負担

する部分が総事業費の６分の１ということになっているものですから、一応総事業費を1,200万円というこ

とで予定をさせていただいております。県のほうで３分の１を負担されるものとなっております。また、

町で事業費の６分の１を負担、補助するものでありますけれども、町が負担する町補助分の２分の１につ

きましては地方創生交付金を充当されるという制度となっております。県補助分につきましても、町で各

事業者、事業申請者のほうに交付をするということとなりますので、県の補助金400万円分と町の補助金

200万円分、合わせまして600万円をこちらに計上をさせていただいたものとなっております。ちなみに、

令和３年度この事業を実施させていただいたところでありますけれども、箕輪の鮭組合さんのほうに採卵

台の整備ですとかフォークリフトの更新、そういったものに充てていただきましたし、高瀬川組合さんの

ほうでも浮上槽の修繕、あと個人の漁業者の方のロープでしょうか、漁業に使うロープの整備、そういっ

たものにこの補助金をお使いいただきました。加えますと、11月に実施しました鮭シンポジウム、こちら

メジカ推進協議会のほうで主催をしていただきましたけれども、そういったソフト事業のほうにも使うこ

とができたと。この事業も充当させていただいた経過がございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  これから水産業で頑張っていくというふうな方々に対する補助金ということの

ようでございます。 

  次、58ページですけれども、次の商工振興費でいいですよね。ここで、これも負担金補助及び交付金と

いうところですけれども、小規模事業者経営指導事業補助金500万円とありますけれども、この経営指導と

いうふうなことありますけれども、事業に対する経営指導というのは私は非常に困難なことではないかと

思うのですけれども、この内容について伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  小規模事業者経営指導事業補助金500万円についてのお尋ねでございました。こちらの500万円につきま

しては、商工会さんのほうに交付させていただくものとなっておりますけれども、この500万円を経営改善

指導事業ですとか指導員への補助、事業の経費から県の補助金を除いた額の10分の８以内、一応上限額を

500万円ということで設定をさせていただいておりますので、こちらの商工会さんから行っていただく経営

改善指導にお使いをいただく補助金ということとなっております。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  同じところで、その下のほう、産業活性化対策事業負担金700万円がありますけ

れども、この内容について伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 
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  産業活性化対策事業負担金700万円についてでございます。こちらの事業費につきましても、商工会さん

のほうに商工業振興策支援として交付をさせていただいているものとなります。内訳ちょっと読み上げた

いと思いますけれども、１つ目として創業等支援補助金としてまず100万円、創業塾開催事業で40万円、３

つ目の持続的発展支援事業補助金で250万円、４つ目共同販売促進事業259万5,000円、あと小規模事業者経

営改善利子補給金で5,000円、合わせまして700万円という内訳となっておりますけれども、こちらは商工

会さんのほうで適切に執行いただくものという位置づけでございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  これも商工会のほうにいわゆる補助金で、具体的にはもう商工会のほうで使う

というような内容のようでございます。 

  では、このページの一番下の地域経済活性化事業補助金216万円、これについて伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  地域経済活性化事業補助金216万円でございます。こちらにつきましては、事業名からしますとあまり連

想できないわけですけれども、具体的に申しますとスタンプカードでございます。スタンプカードへの還

元率向上のための補助金、ゆざスタンプカード会さんのほうで取り組んでいただいております米～ちゃん

スタンプカード、こちらの町からの補助金ということになっております。この事業の概要となりますけれ

ども、500円ごとの買物にスタンプを１つ、１スタンプを押していただくと。40個たまりますと500円の買

物券になるということでございまして、還元率でいきますと2.5％の還元率ということでございます。補助

金の算出の根拠となりますけれども、カード１枚当たり180円、スタンプ20個分掛ける９円で180円になり

ますけれども、カード１枚当たり180円を支援をするものとしております。１か月当たりの回収予定枚数が

1,000枚でございます。あと、上限額を設けておりますので、上限額で18万円ということで設定をさせてい

ただいておりますので、12か月分で216万円の計上とさせていただいております。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  11番、斎藤弥志夫委員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  スタンプカードに対する補助金だというふうな説明でございました。 

  私の質問はこれで終わりますけれども、今回退職なさる課長の皆様、長年本当にご苦労さまでした。中

川総務課長、前は町民課長もやられましたし、いろいろご尽力いただいたと思います。また、畠中地域生

活課長からは西通川関係でもいろいろ頑張ってもらいました。私も登校隊で時々歩いたりしているのです

けれども、そのときは冷蔵庫が捨てられていたというのがあるのです、川のそばのすぐ畑のところに。か

なり大きい冷蔵庫だったのですけれども、白物家電なものですごく目立ったのです。ずっと置いてあると。

そんなところにずっと置いてあるものがあるよと課長のほうに言ってあれしたら、自分ともう一人ぐらい

行って片づけたということだったので、あれもありがたかったです。それから、西通川のマコモ関係、あ

の辺でいうガツギ、川のしゅんせつ絡みでもやってもらいまして、去年１年間は、マコモ土上げとか前毎

年やっていたのですけれども、あの地域の人方は一回も集まらなかったです、そのことでは。そういうこ

とでは結構うまく機能していたのかなと思います。西通り、あっちの西部の何か整備委員会みたいなのあ
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って、そこでもう我々もこういう話をしてきたのだとかと言っていましたけれども、俺も議会のほうで頑

張っているのだよと話ししたら何も言わなくなって、ああいうこともありました。あと、西通り、この前

の話ですけれども、田地下の下流のほう、あの辺もこの前見に行ったのですけれども、もうのり面がやぶ

みたいになっているところありまして、結構もうばさばさになっています。あの辺きれいにするのでしょ

うけれども、あとそれよりもちょっと行くと月光川と合流するのですけれども、その辺またそこも働きか

けてもらっているようだと、予算もついたというようなことでした。それから、栄橋のことについても、

四、五年もかかるような話ですけれども、取りあえず欄干部分を撤去したりしてきれいにしたと。やっぱ

りあれ流木になって流れていく可能性もあるので、非常に危険だというふうな指摘をする人も白木の部落

の中にもいるので、そこはやってもらってよかったなと思います。また、橋のたもとも流木なんかちょっ

と流れ着いたようなのがあったりして汚かったのです、物すごく。プラスチックも流れていたりして、そ

こもきれいにしていただいて、何かもう３人の課長、局長の中でも畠中課長が一番印象に残っているとい

うふうな印象で、いろいろやっておられまして、ありがとうございました。また、髙橋議会事務局長、な

かなかプロのような腕前で議会事務局の中を切り盛りしていただいているようで、本当に惜しい人材だな

と思いますけれども、本当に多くの皆さんから頑張っていただいたと思います。これから役場は離れるの

でしょうけれども、町の発展のためにそれぞれお力添えをなおさら賜りたいと思います。どうも長年ご苦

労さまでした。ありがとうございました。 

委員長（那須正幸君）  これで11番、斎藤弥志夫委員の審議は終了いたします。 

  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  それでは、令和３年度最後の質問となります。 

  それでは、大変お疲れの産業課長に伺います。先ほどから農業振興費の中身いろいろ11番委員もお聞き

しておりました。私は、農業振興費全体のことで伺いたいと思います。本年度の予算が２億5,742万6,000円

ということで、まず前年度から見れば2,300万円何がしが増加しているということであります。この農業振

興費の予算を見てみますと、予算は大きくて終わると小さくなっているというのがいつもであります。令

和３年度の補正を見てみますと、当初予算よりずっと膨らんで２億8,500万円ほどになっていまして、実績

とすれば２億1,800万円ということで、国分5,290万円ほど、県分が1,411万円ほど減って、合計で6,700万

円ほど減っております。これ毎年このように予算が繰り返されております。大きい項目を見てみますと、

この農業振興費の中で中山間地が約１億円、それに次ぐものは先ほども質疑しておりました環境保全型農

業直接支払いということで、これ多分堆肥散布の補助金だと思いますが、これで4,000万円で、半分ちょっ

とこれで占めます。あとは、産地パワーアップ事業だとか、元気な地域担い手事業だとか、魅力ある園芸

やまがた所得向上事業ということで、この辺がいつも問題でありまして、ここがなかなか事業採択が得ら

れなくて、事業費を盛り込んでもなかなか採択に至らないということであります。この辺どのようにお考

えなのか、まずはここをお聞きいたします。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  事業費規模、産業課サイドはかなり大きいものございますけれども、当初予算から見ますと最終的には

減額補正といった部分がかなり大きいというご指摘でございました。この内容といいましょうか、どうい
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ったことが要因にあるのかなというふうに考えてみているところではございますけれども、様々な補助事

業等ございまして、役場のほうにご相談最初にいただくわけなのですが、農業者の方が望む補助事業につ

いてこちらでもご相談に乗らせていただいて、申請に向けたいろいろ手続、申請書の書き方とか、そうい

った部分でやり取りをさせていただいているわけでございますけれども、どうしても年度当初に事業の申

請というのが出てくるものですから、一定程度予算を盛っていないと申請のほうにつなげられないといっ

たことが１点あろうかと思います。新年度の所要額調査を事前に農協さんを通してさせていただいた部分

ございますけれども、その際には確定したものということで所要額調査上がってくればよろしいわけです

けれども、実際はある程度幅を持ちながら所要額調査のほうに数字が上がってくると。当初予算の編成の

時期には、その数字を盛って予算化をするということ。実際採択になって事業していただくわけですけれ

ども、ならなかった部分とか、そういったことも出てきますので、どうしても当初予算との乖離が大きく

なってくるといった実態があるようでございます。様々な要因等もあるわけなのですけれども、１つは事

業が採択になった時点で事業者さんにつきまして入札等を行うといった流れになっているかと思います。

計画で立てた予算額、あと実際入札をして金額が確定したもの、こちらもやはり請け差がかなり出るとい

った実態にあるようでございます。園芸関係の価値ある園芸やまがたのほうの補助事業でいきますと、大

体請け差が農協関係さんのやつでいきますと77％ぐらいというようなこともあるように伺っております。

そういったところでの請け差の部分での差額ですとか、実際申請をしたけれども、国のほうで採択になら

なかった、していただけなかったといったような事業等も当然例年出てまいりますので、その差額を年度

末に減額といった流れとさせていただいております。この辺の差を埋めるためには、やはり申請の時点で

どこまで正しいといいましょうか、確証を持っての事業申請になるのかといったところが問われるのかな

というふうには思っておりますけれども、例年のサイクルでいきますとこういったやり方を続けてきてい

るといった実態でございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  まずは、農業者の、特に新規就農、それから次代を担う農業者にぜひ頑張ってほ

しいということでこの農業振興費というものはあります。これでやはり若い人がひとつ施設園芸をやって

みようかというような意気込みの、一つの背中を押してくれるこれは事業であります。いろんな意味でこ

の農業振興費というのは、やはり根本を、最初の一歩を押してくれる意味で非常にありがたいというふう

に思っております。まずは、ある程度の予算額を担保しておかないと、後からというのはなかなかならな

い部分もあって、まずは我々もいろんな補助金を申請しますが、なかなか該当しないというのが昨今であ

ります。なかなか農業環境も厳しくなって、それを査定する県、国、県が駄目となれば、それに附帯して

国が当然駄目ということになるので、こんな結果になるわけですが、まずはここは辛抱強くやはりやって

いかなければいけないと。先ほど価値ある園芸やまがた所得向上ということで、これ請け差77％というこ

とであります。町の事業もこれぐらい請け差があればいいなというふうに今思ったところであります。 

  まずは、せっかくこの農業振興費の中でありますので、ちょっと気になることがありまして、伺います。

この中で猟友会の補助金５万円、それから52ページに入りますと鳥獣被害防止対策協議会補助金10万円、

有害鳥獣捕獲報償交付金１万円、猟銃免許取得支援補助金10万円と。下に行くと山形県有害鳥獣被害軽減
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モデル事業補助金と、これ20万円というふうに、鳥獣被害に対しての予算が若干ずつついています。今、

この間、昨日ですか、ちょっと係に聞いたら、遊佐町でも初めてイノシシが捕獲されたと。聞いてみます

と、女鹿から吹浦の辺りは非常に多いのだと。足跡を見るとかなりの頭数がいる。それから、蕨岡地区で

いえば褄坂辺りが非常に多いと。御覧のようにイノシシというのは１匹、２匹産むわけではなくて、最低

でも七、八匹を産みますので、非常に繁殖力が高いと。非常に機敏に動くわけで、多分この二、三年過ぎ

ると鳥獣被害が大きく出てくるのだと思います。熊は気をつければいいのですけれども、このイノシシが

一番困るという全国の統一した悩みであります。やっぱりその前に手を打っていくということが必要かな

と思いますが、その辺どうお考えですか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  やはり今の委員ご指摘いただきましたとおり、イノシシがかなり増えているといったような情報もこち

らのほうにも入っております。一番心配されますのが豚熱の感染、このイノシシからまた飼っている豚の

ほうにうつっていってといったようなことが非常に心配をされますし、３月に入ってからでしたけれども、

最終的には陰性だったというような結果もありましたが、ほかの町のほうで豚熱の感染のおそれのあると

いったような報告も一旦いただきましたけれども、こちらでも体制を整えないとということで一応動いた

りもしたのですけれども、結果的には陰性ということがはっきりしましたので、騒がずに済んだといった

ことで、ほっと胸をなで下ろしたといったことがございました。鳥獣被害防止に当たりましては、鳥獣被

害防止対策実施隊の皆様、猟友会の皆様になりますけれども、こちらの方々からいろいろ対策なり見回り

なりをしていただいておりますけれども、やはり対策実施隊、人数でいきますと16名ほどと伺っておりま

すけれども、この皆様だけで拡大傾向にある鳥獣被害防止というのはなかなか難しいのかなという気はし

ております。ですので、できればその実施隊の皆様の組織体制をもう少し強化するですとか、簡単な見回

りとか、そういったものは地元の方々にもお願いをするとか、そういった取組なども必要になってくるの

かなというふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  当町では、今猟友会等に16名ということであります。若い人も２人ほどおります。

あとは、銃をつえ代わりにしているような方も、冗談ではあります。いるかもしれないということであり

まして、非常に高齢化が進んでいると。今、課長が見回りをすると。見回りしてもイノシシは来るので、

やっぱりそれなりに対策を取らなければいけないと。今全国で狩猟免許を持っているのは約20万人だそう

です。重複しておりまして、実際のところ15万人ぐらいであります。その中で、猟銃免許と、それから今

はわなを仕掛ける、あれが大体半々なのです、免許。わなを仕掛けるのも猟銃免許の一つであります。な

ので、この間初めてイノシシ、これわなに捕まったということで、銃を持って野山を駆け巡るというのは

大変体力も必要でありますけれども、やはり経験が非常に物を言うものだと思っております。まずは、そ

の辺わなをかける、そういう人を、手っ取り早いといいますか、そんなに銃より経験は少なくていいのだ

と私は思っておりますが、その辺を強化していくしかないのかなと。先ほど言ったように豚熱にかかれば、

鶴岡でもかかってかなりの頭数を処分したということでありまして、この遊佐町は県内でも屈指の豚の飼
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育頭数を持っております。なので、その辺を考えればもう少し、取得に対して幾らありますけれども、わ

なをかける人方の頭数を増やしていくと。そして、いろんなところにわなをかけて捕獲していくのだとい

うような、その体制をつくっていく。どっちに、じかに撃って捕獲するのか、やはりわなでいくのかとい

うものを選別しながら、集約しながらいってもらいたいなというふうに私は思います。なので、もしそう

いうことがあれば補正でも取って、この辺しっかり今のうちにしておかないと、増えてからではもう手が

つけられないような状況になりますので、その辺はよろしくお願いしたいと、そんなふうに思いますけれ

ども、どうでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  今委員からお話いただきましたとおり、今後増えていくのは当然見えている状態ではありますので、そ

ちらに対応するための体制づくり、そちらは改めて確認をしながら、近隣の市町の状況等も把握しながら、

遊佐町に合ったスタイルで制度を考えていきたいなと思います。ありがとうございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  まずは、その辺今のうちです、これ。今のうちにしっかりした対応をしていただ

きたいと。必ず増えることが目に見えて分かっている状況であります。なので、少しこの辺を抜本的な考

え方をしていただいて対処をお願いしたいと思います。 

  次に移ります。次は、56ページの水産振興費があります。ここには下段にはアワビの稚貝の購入代とか

ありまして、まずはこのアワビの稚貝の購入ということであります。これ一体４年度はどのぐらいの数を

購入して、当然ふるさと納税でお返しするというものもあるわけでありまして、その収入というのはここ

からどのぐらい生まれるのかをちょっと伺います。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  お尋ねの件、56ページの15原材料費158万6,000円、あわび稚貝種苗購入費等ということになっておりま

すけれども、この種苗購入費等でございますけれども、こちらに入っておりますのがアワビ稚貝種苗購入

費、放流用の種苗の購入費、こちらのほうで43万6,000円、稚貝の購入費単価として36円、こちらの１万

1,000個に消費税を加えましての43万5,600円ということで、43万6,000円の計上とさせていただきました。

もう一つ、アワビの種苗購入費、アワビの養殖事業用、こちらのほうでございますけれども、単価として

110円と見込みまして、１万個予定をしております。110万円ということになりますけれども、現在アワビ

養殖している数でございますけれども、令和３年の２月末の段階で３万7,000個ということで把握をさせて

いただいております。これに来年度１万個を加えたいといった計画でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  では、来年度の出荷量というのはお考えなのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  先ほどのご質問の中では出荷量に絡むことではありますけれども、歳入の部分

といったこともあろうかと思いますが、現時点で頒布、今回歳入のほうにアワビの頒布費用の歳入で計上

させていただいておりますけれども、１個当たり600円でお分けをして、それを1,000個分で60万円歳入に
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計上させていただいております。そういうことからいきますとということになりますけれども、現在頒布

可能個数としては一応今のところ5,000個ぐらいは出せるのではということで想定はしておりますが、その

うち実際頒布でお金をいただいてという部分については60万円を見込んでいるということでございます。 

  以上です。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  頒布が60万円ほど、1,000個分あるのだということであります。なかなか私たちも

買いたいのですが、どこに行って買えばいいか分からないというのが現状でありまして、頒布における店

舗対応、それから由良に行けばアワビを食べられると、そのメニューもございますが、我々一般の町民が

どのようにすれば買えるのか、そういう手だてはあるのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  現時点で頒布をさせていただいておりますのが、総合交流促進施設株式会社、遊楽里さんのほうに頒布

を年末年始ということでさせていただいております。今委員からご指摘いただきましたとおり、町民の方

々が手に入れたいといったような声にどうやって応えていくのかという部分につきましては、まだこちら

のほうでその辺の制度設計ができておりませんで、今予定をしております町内の飲食店、そちらのほうに

再度お話をさせていただいて、まずはお使いをいただけないかといった提案をしていくと。町民の皆様か

らは、そういった飲食店のほうに足を運んでいただいて食べていただくというくらいまでの今想定でござ

いますので、直接個人の方に販売をするといったところはもう少し時間をいただいて検討させていただき

たいと思います。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  はい、分かりました。ぜひ一般町民にも販売できるような体制にしてほしいなと

いうふうに思っております。 

  では次に、同じ振興費の中なのですが、ここにメジカ増殖ふ化事業負担金、それから遊佐町さけ人工ふ

化事業振興支援助成金というふうにサケに対しての助成金、補助金、負担金あります。皆さんもご承知の

ように、全国的にも今年のサケの遡上といいますか、少なくて大変だというような話がございます。本州

では今年24万1,000匹、前年対比46％なのだそうです。平年対比でいうと16％。平成元年、1989年以降最も

少ない量だということであります。まず、北海道もありますが、我々本州の事業としてお知らせするので

すが、桁外れの不漁です。桁外れの不漁の中であえて何とか、平年よりは下がっておりますが、50、60％

を維持したのが月光川水系であります。町長もご存じのように、いろんなところに採卵の卵を融通したと。

全国さけ・ます大会に行ったとき、遊佐の月光川水系の人方は皆さんから非常に御礼を言われたというこ

とであります。いろんな意味で、ふ化場を改良してとてもいい稚魚を放流したというのもありますが、や

はり皆さんの努力かなというふうに思っています。 

  そこで、話はちょっと移ります。先ほど９番委員がブランド推進協議会の話をして、58ページにありま

すブランド推進協議会のこれは委託料になっています。その中の1,855万円ぐらいはそこに行っているのだ

という話でありましたが、本来のブランド推進協議会というのがなかなか今機能していないと。前は誘致

企業の仕事もしていたやに私は記憶しています。あとは、特産品の開発、そういうものに特化して頑張れ
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というふうにブランド推進協議会をつくったわけで、最初は国の予算が入って、３年ほどやって、どうし

ましょうかと。いや、町単独でも予算を出して、このブランド推進協議会を維持して、ブランドを立ち上

げようという話でずっと今までやってきました。先ほど言ったように随分、分家が遠くなって、なかなか

行ける機会もなくて心配されるところであります。この遊佐町で一番漁獲量があるのは何てことない遡上

してくるサケなのです。これは、やっぱり遊佐町の宝だというふうに私は思っています。なので、新しい

ものを探すのもいいけれども、やっぱり昔からある、先祖から脈々続いてきた歴史のある、そういうふ化

事業、このサケ、イクラ、いろんな部分を、当然特産品というか、もう特産品と言っていいのか、遊佐町

の宝をもっともっとＰＲしていけば、おのずと特産品になるのかなというふうに私は思っております。な

ので、ブランド推進事業の委託金とリンクして変な話になっているかもしれませんが、やはりそういう遊

佐町の宝のサケですか、それをもっともっとアピールする必要が私はあるのだと思います。その辺所見が

あれば伺いたいと思います。町長でも結構。よろしくお願いします。 

委員長（那須正幸君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  たしか遊佐町では昭和40年代だと思います。町のキャッチフレーズがお米とお酒

とサケの町という…… 

  （「鳥海」の声あり） 

町 長（時田博機君）  あっ、鳥海だっけ。お米と鳥海とというのがあったのですけれども、やっぱり明

治の時代からサケのふ化事業については、江戸時代からですか、起源は。三面、新潟県村上から分けても

らったり、また不漁のときは北海道から分けてもらったりしてこれまで続いてきたということ。今、山形

県のほぼ９割の採捕量。昨年は非常に悪かったと言いながら、実は一昨年とほとんど変わらなかったので

す、枡川自体は。それで、箕輪も多少落ちましたか、高瀬川も。だけれども、圧倒的な捕獲の量ある遊佐

町のいわゆる鮭組合、いわゆるメジカ推進協議会が去年の末に自由民主党のさけ・ます部会に来てくれと

呼ばれたのだそうです。会長さんは鈴木俊一さんで、幹事長が小野寺五典さんだったと思います。その中

で、北海道が卵出せないから何とか東北を助けてくださいよという形で要請を受けたのだけれども、東北

のみならず富山でも応援したということが実態であります。県絡みですから、実際矢面に立つということ

はほとんど今までなかったのですけれども、町としてはふ化場の更新等を目指してメジカ推進協議会皆さ

んからつくっていただいて、そして今年は主催による鮭シンポジウムも何年かぶりでやっていただいた。

大変ありがたいと思います。地域としては、かつてはいっぱい捕り過ぎて、もう肥料にしようとか、捨て

てしまうとか、そういう形とか、キャットフードという加工を目指していた時期もありましたが、今は完

全にやっぱり食用のサケが足りないということで、岩手県ですか、岩手県等には加工場に実は酒田の事業

者を通して送っているというふうに伺っていました。やっぱり貴重な食料を、お米だけでなくてサケとし

ても生産できるというきれいな水の恩恵をいただいているわけですから、町としてはそれら等県任せにし

ないで、ある程度一体的にサポートしながら事業者と力を合わせて支援していくというのは、これからの

大きな流れの一つになるものだと思っていますので。それから、今年うれしかったのは、令和３年度、や

っと箕輪と高瀬川が、施設の一部改良の事業費の補助金あったのですけれども、なかなか使ってくれなか

ったのですけれども、それらの事業も町の事業を使っていただきました。大規模更新１か所だけやったか

ら全て終わりではないと私は思っています。いずれ老化する高瀬川であれ、箕輪であれ、それらの更新に
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ついてもやっぱり町は何とか国、県につなげて補助金をもらえるような体制づくりをしっかり築き上げて

いきたいと思っていますので、事業者の皆さんから意気揚々としっかりと日本のために頑張っていただけ

ればありがたいと、このように思っています。町としては、しっかり支援していく予定であります。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  町長からは、町としてはしっかり支援していくと。本当にありがたい話でありま

す。 

  ブランドに移るわけですが、今新しく中島氏が来て新たに再スタートといいますか、彼は何年か前です

か、遊佐町に関わった人で、我々覚えている人結構おりまして、やはり外から来た人の目というのはまた

変わった切り口があって、いろんなものを発想するものであります。彼からは、遊佐町の宝のサケを改め

て見直していただいて、いいブランドに育てていってほしいなというふうに個人的には思っております。

私は、12月になるといつもサケとイクラを持って山形に行くのです。イクラの喜ぶこと、大変です。あま

りにも喜ばれ過ぎて。サケも、遊佐のサケって海からすぐなので、鮭川村には怒られるのですけれども、

よたよたになったサケが行くわけではないので、非常にまだ脂のしっかり乗ったサケです。雄の大きいサ

ケは、村上に行ったり、今町長が言ったように岩手に行ったり、何ともならないというのか、あれは冷凍

にしておいてカニ、カモの餌にもするのだそうであります。昔みたいに田んぼの肥料にしてまいたらタヌ

キが集まってきたというようなことは今ありません。本当に有効に使っているのかなと思います。それを

ずっと考えていきますと、やっぱり遊佐のそれこそキャッチフレーズにあったように、再度思い出して、

これは宝だというふうに思っておりますので、ぜひそれをブランド化してほしいなというふうに個人的に

思いますので、よろしくお願いしたいと、そんなふうに思います。 

  次に移ります。次は、地域生活課、お願いしたいと思います。48ページに委託料、これは環境衛生費の

委託料1,101万2,000円、この内容をちょっと伺います。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  委託料1,101万2,000円でございます。内訳、かなり項目、20ほど項目あっての合計の金額がこの金額に

なってございます。ただ、説明のほうに来年度環境基本計画策定業務委託料ということで計上させていた

だいております。こちらのほうご説明させてもらってよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

地域生活課長（畠中良一君）  来年度、環境基本計画の改定予定をさせていただいております。予算につ

きましては、この金額のうち250万円こちらの改定作業のほうに充当する予定でございます。現在の環境基

本計画につきましては、平成24年度から令和３年度までの10か年計画になってございまして、改定作業を

実施するものでございます。これから来年度作業するわけでございますけれども、作業のスケジュール感、

そして現在想定しております改定の内容の方向性についても併せてご説明をさせていただきたいと思いま

す。現実におきます想定でございます。次期環境基本計画の改定に当たりましては、役場庁舎におきます

改定検討委員会設置いたしまして、遊佐町環境審議会など審議機関への改定の方向性と改定までのスケジ

ュール感の共有を行う予定でございます。また、計画に当たりましては、アンケート調査を実施いたしま

して、また同時に庁内各課から現計画におきます反省点や課題点を洗い出してもらいまして、それらを基
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に素案の作成を行う予定でございます。その後、完成した素案を各審議会にかけまして、ブラッシュアッ

プしまして、パブリックコメントを実施。そして、最終調整を行った後、議員の皆様へ説明をさせていた

だきまして、新計画の実施というふうに考えてございます。また、改定の方向性についてでございますけ

れども、現計画におきます基本理念である人と自然の共生、そして持続的な発展が可能な遊佐町の構築及

び５つの基本目標はそのままにいたしまして、それにつながります施策の展開方法、主な取組、重点プロ

ジェクトを現状あるいは今後の展望に合わせて見直す形でというふうに考えてございます。より具体的な

内容ということであれば、この10年間で状況が著しく変わった事象といたしましては、ＳＤＧｓの推進や

地球温暖化による頻発した災害への対策、そして海洋プラスチック問題等を計画に盛り込んでいきたいな

というふうに考えてございます。 

  現時点におきます検討状況としては以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  平成24年から令和３年までの10年計画ということで、計画終わって次新しいもの

を策定しなければいけないということであります。今課長が言ったように状況変わってきました。大きく

ＳＤＧｓという、その大きな世界的な基準があって、それに合わせた形で町の環境基本計画も策定してい

くのだというふうに言っております。この中で、頻繁する災害、それも局地的な雨、それから風、いろん

なことが想定されます。最近台風だとか、今まで上陸したことない千葉に台風が上陸して、市原市、あの

辺周辺が大きな災害、被害を受けたと。やっぱり都市災害です、あれは。なので、都市って意外と大きな

被害を被るというのをあれで思い知らされたところであります。海洋プラスチック等を含めて変わってい

くのだというふうにあります。この中で、私は、ちょっと考えたのですが、遊佐町環境基本条例があって、

その下に基本計画という形でよろしいのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  基本計画につきましては、環境基本条例に基づきましてこの計画を策定しなければならないというふう

にうたわれておりますので、これに基づきましての策定作業でございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  環境基本条例もその場において若干の変えていく部分があって、その中では水環

境のそれこそ裁判にかかったあの条例もそうですし、いろんなところで臨機応変にやっていかないと、こ

れ続かなくなるのだと思います、今のこの環境問題というのは。なので、今まで10年スパンですけれども、

これ５年スパンでもいいのかなというぐらいに私は、10年スパンで考えるよりもっと短期、５年ぐらいの

ほうが逆に策定しやすいのではないかなというふうに思ったりもするのですが、この辺どう思いますでし

ょうか。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  来年度策定作業入るわけでもありますので、中間年で例えば見直しをかけるとかいうようなことも必要

になってこようかと思います。 



 - 293 -

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  この中にたしか令和４年３月から改定になるごみ処理基本法…… 

  （「ごみ処理基本計画」の声あり） 

１０番（髙橋冠治君）  基本計画があります。いつも、最近はないのですが、遊佐町民のごみの出す数量

が上からかなり高いと。一生懸命職員も苦慮して今下げているところでありますが、今どれぐらいの、県

内でどの辺にいるのか分かればお願いします。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  県内での順位はちょっと今分かりかねますけれども、町内での絶対量、全量につきましては年々減って

ございます。ただ、１人当たりのごみの出す量、多分六百数十グラムだったと思いますけれども、それに

つきましてはここ十年来１人当たりの排出についてはほぼほぼ横ばいの状態でございます。 

  なお、ごみ処理基本計画につきましては、今年度今職員のほうで改定作業を行っております。大分かな

り仕上がってきておりますので、成果品上がりましたら議員の皆さんにも説明しましょうということで確

認をさせていただいております。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  ちょっと調べましたら、令和２年度の実績で１日当たり653グラムだそうです、遊

佐町は。これが令和２年。その５年前、平成27年、同じ653グラムなのです。令和３年の目標が600グラム

でした。なかなか容易でない。一人一人が気をつけていかないとこれ減りません。なので、うーんという

話であります。何かいい方法があればとっくに出ているのだと思いますが、新しい基本法を考えるに当た

っては実行できる具体的な施策というのが必要だと。ただみんなで一生懸命頑張りましょうだけでは、ご

みは減っていかないのだと思います。どこかの町みたいな十何項目で分けてくれと言うと、嫁さんの実家

にごみを持っていくという話も出てくるように非常に大変なことなので、今酒田行政組合でやっているご

みは至ってシンプルな分け方です。なので、もう少し水切りをしっかりするとか、水切りをしっかりする

だけで５％ぐらい私はいくのだと思います。朝引っこ抜いたキャベツの根っこをそのまま出すとか、あれ

だっていかがなものかと思いますが、そういう細かな細かなものを少しずつ積み上げていけば目標は達す

るのかなと思いますが、どうなのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  せっかく遊佐町議会でありますので、実は広域行政組合でこの間新年度の予算を

確定をしたところであり、議決をいただいたところでありますが、その議論に入る前に最終処分場がこれ

からどのぐらいもつのかなということを実は広域で研究しましょうという形で進めたところであります。

この遊佐町で何で多いかというと、やっぱりどうしても畑のものとか、いわゆる都会ではほとんど出さな

いのだけれども、農家、それから田んぼ、畑持っているところでは畑で生産した残菜をそのままごみとし

て出すということがずっとずっと続いておりましたので、なかなか実態では減っていないと。 

  ところで、ではガス化溶融炉というのがどれだけもつかというと、今15年のメンテナンス終わったばか
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りであります。だけれども、15年しないうちに実は最終処分場が足りないのだと、あのキャパでは足りな

いのだという議論があって、これ議会で今７番、菅原さんと８番、赤塚さんが行っていますが、その中で

やっぱり新しい処分場の候補について議論を進めるということがこの間なっております。それから、分別

するにしても今のようなプラスチック、ペットボトル等果たしてあのままの分別でいいのかも含めて、そ

こから議論しないと最終処分場の大きさとかがなかなか難しいであろうということ、それ予断持たないで

しっかり今から、令和４年度からそれらの議論をしていきましょうということ今広域で決まったばかりで

ありますので、それら等の意見、まだ議会報告では予算とか決算の承認という形で報告ありましたけれど

も、そういうところまでもう進んでいるということ議会の皆さんにお伝えしながら、やっぱり町としても

広域の行政組合の焼却場は15年はもつと。だけれども、最終処分場がどのぐらい、８年ぐらいしかもたな

いとかなんとかといろいろありますので、それらの中で今からしっかり議論していきましょうという段階

に入っているということを報告をさせていただきたいと思います。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  町長からいいタイミングでそのような情報を示していただきまして、大変ありが

とうございます。実はあしたあさって議会ではごみ処理場等を視察していくという研修がございまして、

それら情報を踏まえて研修してこようかなというふうに今思ったところであります。 

  それでは、次に移りたいと思います。水道会計に移ります。水道会計のこれは25ページ、資本的支出、

建設改良費、１目配水設備改良費、ここの１節委託料、ここにこの水安全計画策定事業1,300万円という目

新しい項目があったので、ちょっとこれについて伺います。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  こちらでございますけれども、令和元年３月に策定しまして、議員の皆様にもご説明をさせていただき

ました水道ビジョン、令和元年から令和10年までの10か年計画の中で水安全計画を策定することになって

ございました。水安全計画につきましては、常に安全な水道水を供給し続けるためのシステムを構築する

ために、水源の監視、管理体制の強化を図りまして、水源から給水先、いわゆる蛇口までですけれども、

総合的な水質管理を行うための計画を策定するものでございます。具体的な計画の内容についてでござい

ますけれども、過去に発生しました管路の漏水や水源の濁りなどの事例、そして維持管理の中で発生しま

した天災や機器のトラブルを基に浄水場や配水池等で発生する可能性のあるリスクを洗い出します。また、

水源から各家庭の蛇口までの水道システムにおける管理及び監視方法を整理いたしまして、災害や事故の

レベルに応じた適切な管理基準を設定いたします。あわせまして、設定した管理基準を逸脱していること

が判明した場合の対応方法を設定していくことになろうかと思います。計画策定後につきましては、継続

的な見直しを行いまして、水の安全を確保するとともに維持管理レベルの向上を図っていきたいというふ

うに考えてございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  よく遊佐の水はもう全てが湧水だと、水道が。地下水だということで、非常に我

々も誇れるところです。試験管に水入れて薬剤が入っているかと見てもなかなか現れない。最低限度のも
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のしか入っておりませんので。かなり前私にこの水はいいから買ってくれと言う人がいて、ではうちの水

道の水を測れと言ったら、出てきませんねという話で、でしょうという話がありました。それだけ遊佐の

水は誇れる水でした。その誇れる水がやはり災害等、それから過去には本当に濁りがひどくて、それも定

期的な強制排泥で今クリアしているところです。しかしながら、大きな東日本も11年目になりましたが、

あれぐらいの大きい地震が来ると幾らしっかりした水道施設でもどこかしらには必ず故障が来るもので、

それは当たり前と思って向かっていかなければいけないと。どんな災害でも大丈夫なんてことはあり得な

いので、災害が起きたときにどのように対処するかということをしっかりここにうたっていかないとまず

いのかなと。私のうちにも井戸水があるのですが、もし断水したときはどこどこの井戸水は安全なので、

ここから供給受けてくださいというところ集落に１つ、２つは確保しておくべきだというふうに思ってお

ります。その辺はどうお考えでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  この計画の中では、井戸水までは考慮はしてございません。あくまでも水道施設の安定供給を図るため

の計画策定でございます。ただ、参考までに今委員おっしゃったように飲料水に可能な井戸水ということ

も参考資料等で調査することも必要なのかなというふうにお聞きしてございました。 

  以上でございます。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  これ委託先はどこなのでしょうか。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  こちらについては、入札にかけて業者決まりますので、まだ今は決まってございません。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  これ公の企業でやるのか。支出いろいろあるのですが、業種にしてはどういうよ

うな、建設会社がするのか、それとも安全のそういうシステムのプロがやるのか、どの辺が入札するので

しょうか。 

委員長（那須正幸君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  業種につきましては、工事業者ではなく、コンサルのほうに委託になろうかと思います。 

委員長（那須正幸君）  10番、髙橋冠治委員。 

１０番（髙橋冠治君）  コンサルということで、コンサルはいろいろありまして、それらのプロもおりま

す。しっかり遊佐町の事情、コンサル意外と事情を知らない。遊佐町に来て遊佐町の自然をずっと見て状

況を見てコンサルがやるのではなくて、なかなかそこまで分からないと。自然環境も分からなくてコンサ

ルするようなところがありますので、やはり遊佐町の状況をしっかり把握した上でコンサル等が入札に加

わっていただければ非常にありがたいなというふうに思っておりますので、その辺を気遣いながら入札を

していただければありがたいというふうに思います。 

  これで私の質問を終わります。 
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委員長（那須正幸君）  これで10番、髙橋冠治委員の質疑は終了いたします。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長（那須正幸君）  ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。本件につきましては、討論を省略し、採決することにいたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

委員長（那須正幸君）  異議なしと認め、採決いたします。 

  それでは、本特別委員会に審査を付託された議第12号から議第18号まで、以上７件を採決します。 

  この採決は、１件ごとにそれぞれ区分し、挙手により行います。 

  なお、可否について挙手しない者は否とみなします。 

  最初に、議第12号 令和４年度遊佐町一般会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  全員挙手であります。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決まりました。 

  次に、議第13号 令和４年度遊佐町国民健康保険特別会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  挙手全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決まりました。 

  次に、議第14号 令和４年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  挙手全員です。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決まりました。 

  次に、議第15号 令和４年度遊佐町地域集落排水事業特別会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  挙手全員です。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

  次に、議第16号 令和４年度遊佐町介護保険特別会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  挙手全員です。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 
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  次に、議第17号 令和４年度遊佐町後期高齢者医療特別会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  挙手全員です。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

  次に、議第18号 令和４年度遊佐町水道事業会計予算について採決いたします。 

  お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

  （賛成者挙手） 

委員長（那須正幸君）  挙手全員です。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

  それでは、本会議に報告する案文作成のため、恒例によりまして各常任委員会及び議会運営委員会の委

員長は直ちに第２委員会室にお集まり願います。 

  案文作成が終了するまで休憩いたします。 

  （午後２時５９分） 

 

              休                 憩 

 

委員長（那須正幸君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （午後３時２０分） 

委員長（那須正幸君）  報告文の案文ができましたので、事務局長をして朗読いたさせます。 

  髙橋議会事務局長。 

事務局長（髙橋善之君）  報告書案文を朗読。 

委員長（那須正幸君）  本特別委員会の審査の結果につきましては、ただいま事務局長朗読のとおり本議

会に報告することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

委員長（那須正幸君）  異議なしと認めます。 

  よって、事務局長朗読のとおり本会議に報告することに決しました。 

  これをもって予算審査特別委員会を閉会いたします。 

  ご協力誠にありがとうございました。 

  （午後３時２２分） 

 

 

  遊佐町議会委員会条例第２７条の規定により、ここに署名し提出します。 

 

令和４年３月１５日 
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  遊佐町議会議長  土  門  治  明  殿 

 

予算審査特別委員会委員長  那  須  正  幸 


